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　損害保険料率算出機構（損保料率機構）は、損害保険料率算出団体に関する法律（料団法）に基づ
いて設立された団体（非営利の民間の法人）であり、損害保険会社を会員とする組織です※1 ※2。

損害保険料率算出機構（損保料率機構）とは

1948年11月1日に、損害保険料率算定会が設立され、1964年1月8日に、自動車保険料率算定会が、損害保険
料率算定会から分離・独立して設立されました。その後、2002年7月1日に両算定会が統合し、当機構が業務を
開始しました。
損害保険会社は、当機構が参考純率や基準料率を算出する保険種類ごとに当機構に加入、脱退することができま
す。会員保険会社数は36社（2023年4月1日現在）です。

※1

※2

参考純率および
基準料率の
算出・提供

自賠責保険の
損害調査

データバンク

損保料率機構

自動車保険、火災保険、傷害保険などの
参考純率および自賠責保険、地震保険の
基準料率を算出し、会員保険会社に提供
しています。

会員保険会社等から収集した大量
のデータをもとに、統計の作成や
各種の調査・研究を行い、会員保
険会社等に提供するほか、消費者
向けの刊行物の作成・提供を行っ
ています。

公正かつ適正に自賠責保険の保険金の支
払いが行われるよう自賠責保険の損害調
査を行っています。そのため、全国に自
賠責損害調査事務所を設置しています。

当機構は、「損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の保護」という社会的な使命を
果たすため、主に以下の3つの業務に取り組んでいます。

当機構の概要は、ウェブサイト掲載の「損害保険料率算出機構　組織のご案内」をご参照ください。
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　保険は、多くの人がお金を出し合い、万が一のことが起こった場合に、
出し合ったお金で助け合う制度です。

　日常生活には、大ケガや重病、交通事故、火災、台風、地震、盗難など非常に多くの「万が一のこと」が
潜んでいます。こうした「万が一のこと」は、健康管理や安全運転に心がけるなど、できるだけ回避するに
越したことはありません。しかし、どれだけ気をつけていても「万が一のこと」が起きてしまう可能性があ
ります。

　例えば、「家が火事で焼けてしまう」ことが１万人に１人の確率で起こり、その損害が1,000万円である
とします。１万人のうちの誰がそのような災害に遭うのかわかりません。このような事態に備える方法とし
て、次の２つが考えられます。

　このように保険は、保険契約者一人一人が少しずつお金を出し合い、「万が一のこと」が起こった場合
に出し合ったお金で助け合う制度で、少ない負担で大きな安心を得ることができます。

　１万人の人が皆それぞれに、
1,000万円を用意しておく必
要があります。

　民間の保険会社が販売している損害保険には、くるまに関する保険、
すまいに関する保険、からだに関する保険など、さまざまな種類があります。

　保険には、公営のものと民営のものがあり、
それぞれ大きく分けて損害保険と生命保険があります。

　保険には、その運営主体によって公営保険と民営保険があります。
　公営保険は、政府などの公的機関が社会政策や経済政策など公共政策上の目的を達成するために運営して
いる保険であり、国民健康保険や国民年金、雇用保険などがあります。民営保険は、民間の保険会社が販売
している保険です※。
　また、保険には、備える「万が一のこと」の種類によって大きく分けて損害保険と生命保険があります。
　損害保険は交通事故や火災など偶然の事故に、生命保険は人の死亡などに、それぞれ備えるものです。
※民営保険に該当する保険であっても、自動車損害賠償責任保険は自動車による人身事故の被害者救済を目的として法令で契約が義
務付けられている保険であり、地震保険は地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として法令で定められた損害を
補償する保険であるなど、公共政策としての保険もあります。

はじめに ─ 損害保険とは

貯蓄

　例えば１万人の人があらか
じめ1,000円ずつ出し合えば、
1,000万円を用意しておくこ
とができます。

保険

保険の役割1

保険の分類2

損害保険の種類3

■損害保険の商品の例
法律で契約が義務付けられている保険で、自動車事故によって他人
を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、一定の限度額まで保険
金が支払われます。

自動車事故によって他人を死傷させ、損害賠償責任を負った場合に、自賠
責保険から支払われる額の超過部分に対して保険金が支払われるほか、他
人の財物を壊して損害賠償責任を負った場合、ご自身・搭乗者が死傷した
場合またはご自分の自動車に損害を被った場合に保険金が支払われます。

火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪災・ひょう災、水濡れ、
水災、盗難などにより、建物や家財に損害が生じた場合に保険金
が支払われます（事務所や工場なども含みます）。

地震や噴火、またはこれらによる津波を原因として、居住用建物や
家財に損害が生じた場合に保険金が支払われます。

日常生活中の事故などによって死傷した場合に保険金が支払われます。

ケガや病気によって入院した場合や手術を受けた場合に保険金が支
払われます。

日常生活中の事故によって他人を死傷させたり、他人の財物を壊し
て損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。

ケガや病気などによって働けなくなった場合に保険金が支払われます。

航海中に沈没、転覆、座礁などにより、船舶や積荷に損害を被った
場合に保険金が支払われます。

陸上輸送や航空輸送などの最中に衝突、脱線、墜落などにより、積
荷に損害を被った場合に保険金が支払われます。

くるまに関する
保険

すまいに関する
保険

からだに関する
保険

その他の保険

自動車損害賠償責任保険
（自賠責保険）

自 動 車 保 険

火 災 保 険

地 震 保 険

傷 害 保 険

医 療 保 険

個人賠償責任保険

所 得 補 償 保 険

海 上 保 険

運 送 保 険

※「令和４年版 インシュアランス損害保険統計号」（株式会社 保険研究所）から作成。

損害の補償
1,000万円

損害の補償
1,000万円

　2021年度の元受正味収入保険料は
約9兆7,373億円です。
　その内訳は右のとおりです。

損害保険会社のマーケット規模memo
くるまに関する保険
52.5％

すまいに関する保険
18.5％

からだに関する保険
8.2％

その他の保険
20.8％
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くるまに関する
保険

すまいに関する
保険

からだに関する
保険

その他の保険

自動車損害賠償責任保険
（自賠責保険）

自 動 車 保 険

火 災 保 険

地 震 保 険

傷 害 保 険

医 療 保 険

個人賠償責任保険

所 得 補 償 保 険

海 上 保 険

運 送 保 険

※「令和４年版 インシュアランス損害保険統計号」（株式会社 保険研究所）から作成。

損害の補償
1,000万円

損害の補償
1,000万円

　2021年度の元受正味収入保険料は
約9兆7,373億円です。
　その内訳は右のとおりです。

損害保険会社のマーケット規模memo
くるまに関する保険
52.5％

すまいに関する保険
18.5％

からだに関する保険
8.2％

その他の保険
20.8％
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　保険契約者は、補償内容などを定めた「保険約款」に基づいて保険会社と契約を行い、「保険料」
を支払うことにより、将来事故が発生したときの補償を得ることができます。
　「保険料」は過去の契約・支払いに関するデータや自然災害に関するシミュレーション※などによ
り算出しており、「保険約款」は補償内容に関する保険契約者のニーズや社会環境の変化などを踏ま
えて適宜見直しています（以下では、火災保険を例に説明します）。
※自然災害に関するシミュレーションについては、第Ⅱ部２2（２）memo 自然災害に関するシミュレーション（Ｐ19）をご参照ください。

　例えば、サイコロを振る回数を何千回、何万回と増やしていくほど、それぞれの目の出る割合は
６分の１に近づいていきます。このように、一見偶然に見える事象であっても、データを大量に収
集することによって、その事象がある一定の法則をもって発生していることがわかります。
　これを「大数の法則」といい、事故が発生する確率や支払われる保険金を算出する際には、この
法則を十分に機能させるため、大量のデータを用いています。

すまいに関する保険の制度概要

なぜ大量のデータを用いるの？ 
　保険料とは、将来事故が発生したときの補償を得るため
に、保険契約者が保険会社に支払うお金をいいます。
　保険金とは、事故により損害が発生したときに、保険会
社が支払うお金をいいます。

保険料と保険金の違いは？

す
ま
い
に
関
す
る
保
険
の
制
度
概
要 

─ 

1 

す
ま
い
に
関
す
る
保
険
の
仕
組
み

第Ⅰ部

第
Ⅰ
部

損害の
調　査

保 険 金 保険金の
支払い

事故の
受付け

保険契約者 保 険 会 社 の 役 割

保 険 料

保険約款に
基づく

補償の約束

保険契約

●事故発生の
　報告
●保険金の請求

支払いに関する
データ

契約に関する
データ

社会環境の変化
●法令の改正　　　など

すまいに関する保険の仕組み1

保険料の算出
●保険料は、事故が発生したときに保
険会社が支払う保険金、人件費、そ
の他諸経費などにより算出していま
す。

●保険料を算出する要素のうち、保険
金は将来に発生する事故に対して支
払われるため、契約時には確定して
いません。
●したがって、保険料の算出にあたっ
ては、将来の事故の発生率や支払額
を予測する必要があります。
●そこで、過去の契約・支払いに関す
る大量のデータや自然災害に関する
シミュレーションを基に算出を行い
ます。

保険約款の作成
●保険約款では、保険商品の補償
内容として、保険金が支払われ
る場合の条件や、支払われる金
額の計算方法などを定めていま
す。
●また、保険契約に関する基本的
なルールを定めた「保険法」の
内容に沿って、保険会社や保険
契約者が守らなければならない
事項なども定めています。

●保険約款は、補償内容に関する
保険契約者のニーズ、利便性の
向上、その他社会環境の変化な
どに対応するため、適宜見直し
ています。

損害の調査
以下のような調査を
行います。
●保険金の支払対象
かどうか

●損害の額がいくら
になるのか

保険契約

保険金の
受取り

事故発生

memomemo

6



　保険契約者は、補償内容などを定めた「保険約款」に基づいて保険会社と契約を行い、「保険料」
を支払うことにより、将来事故が発生したときの補償を得ることができます。
　「保険料」は過去の契約・支払いに関するデータや自然災害に関するシミュレーション※などによ
り算出しており、「保険約款」は補償内容に関する保険契約者のニーズや社会環境の変化などを踏ま
えて適宜見直しています（以下では、火災保険を例に説明します）。
※自然災害に関するシミュレーションについては、第Ⅱ部２2（２）memo 自然災害に関するシミュレーション（Ｐ19）をご参照ください。

　例えば、サイコロを振る回数を何千回、何万回と増やしていくほど、それぞれの目の出る割合は
６分の１に近づいていきます。このように、一見偶然に見える事象であっても、データを大量に収
集することによって、その事象がある一定の法則をもって発生していることがわかります。
　これを「大数の法則」といい、事故が発生する確率や支払われる保険金を算出する際には、この
法則を十分に機能させるため、大量のデータを用いています。

すまいに関する保険の制度概要

なぜ大量のデータを用いるの？ 
　保険料とは、将来事故が発生したときの補償を得るため
に、保険契約者が保険会社に支払うお金をいいます。
　保険金とは、事故により損害が発生したときに、保険会
社が支払うお金をいいます。

保険料と保険金の違いは？

す
ま
い
に
関
す
る
保
険
の
制
度
概
要 

─ 

1 

す
ま
い
に
関
す
る
保
険
の
仕
組
み

第Ⅰ部

第
Ⅰ
部

損害の
調　査

保 険 金 保険金の
支払い

事故の
受付け

保険契約者 保 険 会 社 の 役 割

保 険 料

保険約款に
基づく

補償の約束

保険契約

●事故発生の
　報告
●保険金の請求

支払いに関する
データ

契約に関する
データ

社会環境の変化
●法令の改正　　　など

すまいに関する保険の仕組み1

保険料の算出
●保険料は、事故が発生したときに保
険会社が支払う保険金、人件費、そ
の他諸経費などにより算出していま
す。

●保険料を算出する要素のうち、保険
金は将来に発生する事故に対して支
払われるため、契約時には確定して
いません。
●したがって、保険料の算出にあたっ
ては、将来の事故の発生率や支払額
を予測する必要があります。
●そこで、過去の契約・支払いに関す
る大量のデータや自然災害に関する
シミュレーションを基に算出を行い
ます。

保険約款の作成
●保険約款では、保険商品の補償
内容として、保険金が支払われ
る場合の条件や、支払われる金
額の計算方法などを定めていま
す。
●また、保険契約に関する基本的
なルールを定めた「保険法」の
内容に沿って、保険会社や保険
契約者が守らなければならない
事項なども定めています。

●保険約款は、補償内容に関する
保険契約者のニーズ、利便性の
向上、その他社会環境の変化な
どに対応するため、適宜見直し
ています。

損害の調査
以下のような調査を
行います。
●保険金の支払対象
かどうか

●損害の額がいくら
になるのか

保険契約

保険金の
受取り

事故発生

memomemo

7



火災保険の概要1

　すまいに関する保険には、「火災保険」と「地震保険」があります。

　地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害については、火災保険では補償されません。

　建物や家財を対象とする一般的な火災保険では、次のような事故による損害が補償されます（個々の契約の補償内容
は、各保険会社が販売している保険の内容や契約者の方が選択される内容によって異なります）。

地震保険の概要2
　地震保険は、火災保険で補償されない「地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害」を補償する保険
で、次の特徴があります。

詳細は、第Ⅱ部　火災保険（P10）をご参照ください。

詳細は、第Ⅲ部　32 memo政府による再保険（P50）を
ご参照ください。

詳細は、第Ⅲ部　地震保険（P34）をご参照ください。

す
ま
い
に
関
す
る
保
険
の
制
度
概
要 

─ 

2 

火
災
保
険
と
地
震
保
険

すまいに関する保険の制度概要第Ⅰ部

第
Ⅰ
部

火　災 落　雷 破裂・爆発 風　災

地　震 噴　火 地震・噴火による津波

雪災・ひょう災 水濡れ 水　災 盗　難

など

火災保険 地震保険

火災をはじめ、落雷や破裂・爆発、風災、雪
災・ひょう災、水濡れ、水災、盗難などによ
り、建物や家財に損害が生じた場合に保険金
が支払われます。

地震や噴火、またはこれらによる津波を原
因として、居住用建物や家財に損害が生じ
た場合に保険金が支払われます。

地震保険の特徴

火災保険と地震保険2

火災保険と
あわせて契約

政府による
「再保険」

●火災保険を契約する場合、原則として、あわせて地震保険も
契約することになります。ただし、地震保険は契約しない旨
を申込書に記載することにより、地震保険を契約しないこと
もできます。
●火災保険の契約時に地震保険を契約しなかった場合でも、火
災保険の保険期間の途中から地震保険を契約することもでき
ます。
●火災保険を契約せずに、地震保険のみ契約することはできま
せん。

●大規模な地震により巨額な損害が生じる場合など、保険会社
のみでは補償しきれない場合もあり得るため、地震保険では、
政府が再保険をする仕組みになっています。

■地震保険の特徴

政府による「再保険」

火災保険とあわせて契約
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　建物や家財を対象とする火災保険では、以下のような事故によって生じた損害に対して保険金が支払われま
す。

火
災
保
険 

─ 

1 

火
災
保
険
と
は

第
Ⅱ
部

（１）保険金が支払われる場合

火災保険第Ⅱ部

火災保険の保険約款の内容は、各保険会社によって異なります。

火災保険の保険約款1
　火災保険の保険約款では、補償内容として、保険金が支払われる場合の条件や、支払わ
れる金額の計算方法などを定めています（以下、住宅向けの火災保険について説明しま
す）。

火災保険の補償内容2
　以下では、火災保険の一般的な補償内容を説明していますが、個々の契約の補償内容は各保険会社が販売している保
険の内容や保険契約者の方が選択される内容によって異なります（以下、建物と家財の両方を対象とした契約について
説明します）。

普通保険約款

特　約

保 険 約 款
　火災保険の保険約款には、基本となる補償内容および契約の手続
きに関する事項を定めた普通保険約款と、オプションとなる補償内
容など普通保険約款の内容に追加・変更を行う特約があります。

■保険約款の構成

●家が火事にあった場合
●雷による高電圧によって電化製品が壊れた場合
●ガス漏れによって爆発が起きた場合

など

●台風や竜巻で屋根が飛ばされた場合
●ひょうが降って屋根に穴が開いた場合
●豪雪によって建物が壊れた場合
●豪雨による洪水で家が床上まで浸水した場合

など

●家財が盗まれたり、泥棒によって鍵や窓が壊された場合
●水道管から水が漏れ、床が水浸しになった場合
●建物に自動車が飛び込んで来た場合
●デモに伴う暴力行為により、建物が壊された場合
●掃除中に誤って窓ガラスを割ってしまった場合

など

※一般的な火災保険契約に関する説明には　　　　　　　　　　　　と記載し、火災保険参考純率に関する説明には
　　　　　　　　　　　 と記載しています。　　　　　　　　

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約

火災保険参考純率

火災保険とは1

保険約款

火災保険契約

保険契約者 保険会社

■火災、落雷、破裂・爆発

■自然災害

■その他

前記の損害のほか、次のような費用に対しても保険金が支払われます。

臨時費用
家が燃えてしまった時などに臨時に発生する諸費用（宿泊費、
交通費等）

残存物取片づけ費用
火災などにより損害を被った際に、焼け残った建物や家財の
取り壊し、撤去、搬送などの処分にかかる費用

地震火災費用
地震による火災で家が燃えてしまった時などに発生する臨時
の費用（地震保険から支払われる保険金とは異なります）

など

HOTEL
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れる金額の計算方法などを定めています（以下、住宅向けの火災保険について説明しま
す）。

火災保険の補償内容2
　以下では、火災保険の一般的な補償内容を説明していますが、個々の契約の補償内容は各保険会社が販売している保
険の内容や保険契約者の方が選択される内容によって異なります（以下、建物と家財の両方を対象とした契約について
説明します）。

普通保険約款

特　約

保 険 約 款
　火災保険の保険約款には、基本となる補償内容および契約の手続
きに関する事項を定めた普通保険約款と、オプションとなる補償内
容など普通保険約款の内容に追加・変更を行う特約があります。

■保険約款の構成

●家が火事にあった場合
●雷による高電圧によって電化製品が壊れた場合
●ガス漏れによって爆発が起きた場合

など

●台風や竜巻で屋根が飛ばされた場合
●ひょうが降って屋根に穴が開いた場合
●豪雪によって建物が壊れた場合
●豪雨による洪水で家が床上まで浸水した場合

など

●家財が盗まれたり、泥棒によって鍵や窓が壊された場合
●水道管から水が漏れ、床が水浸しになった場合
●建物に自動車が飛び込んで来た場合
●デモに伴う暴力行為により、建物が壊された場合
●掃除中に誤って窓ガラスを割ってしまった場合

など

※一般的な火災保険契約に関する説明には　　　　　　　　　　　　と記載し、火災保険参考純率に関する説明には
　　　　　　　　　　　 と記載しています。　　　　　　　　

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約

火災保険参考純率

火災保険とは1

保険約款

火災保険契約

保険契約者 保険会社

■火災、落雷、破裂・爆発

■自然災害

■その他

前記の損害のほか、次のような費用に対しても保険金が支払われます。

臨時費用
家が燃えてしまった時などに臨時に発生する諸費用（宿泊費、
交通費等）

残存物取片づけ費用
火災などにより損害を被った際に、焼け残った建物や家財の
取り壊し、撤去、搬送などの処分にかかる費用

地震火災費用
地震による火災で家が燃えてしまった時などに発生する臨時
の費用（地震保険から支払われる保険金とは異なります）

など

HOTEL
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『再調達価額』をもとに
決める方法

損害が生じた物を再築または再取得するのに必
要な金額をもとに決める方法です。
この方法の場合、建物が全焼してしまったとき
などは、支払われた保険金で同じ建物を建てる
ことも可能です。

 契約時に決めた方法にしたがって算定された損害の額が保険金として支払われます。ただし、免責金額を設定
していた場合には、損害の額から免責金額を差し引いた額が支払われます。
　損害の額の決め方は以下の２通りがありますが、現在は『再調達価額』をもとに決める方法が一般的です。

（２）支払われる保険金の額

■損害の額の決め方

■免責金額の設定

『時価額』をもとに
決める方法

損害が生じた時点の物の価値をもとに決める方
法です。
この方法の場合、上記の『再調達価額』をもと
に決める方法よりも、保険料は安くなりますが、
建物が全焼してしまったときなどは、支払われ
た保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い
替えたりすることができない可能性がありま
す。

火災保険標準約款３
　当機構では、火災保険の参考純率を算出しており、その算出にあたって前提となる補償内容
などを定めています。これを保険約款という形で示したものを火災保険標準約款といいます。

免責金額とは、保険金を受け取る方が負担する金額のことです。一定額までの損害であれば自己負担す
るが、それ以上の場合には保険で補償してほしいと考えるときなどには、免責金額を設定することがで
きます。この場合、支払われる保険金の額は少なくなりますが、保険料は安くなります。

一般的な火災保険契約

火災保険参考純率

　次のような場合には、保険金は支払われません。

（３）保険金が支払われない場合

保険契約者などの
故意・重大な過失

（自宅への放火など）
戦争 地震・噴火、または

これらによる津波

など

一般的な火災保険契約
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損害が生じた物を再築または再取得するのに必
要な金額をもとに決める方法です。
この方法の場合、建物が全焼してしまったとき
などは、支払われた保険金で同じ建物を建てる
ことも可能です。

 契約時に決めた方法にしたがって算定された損害の額が保険金として支払われます。ただし、免責金額を設定
していた場合には、損害の額から免責金額を差し引いた額が支払われます。
　損害の額の決め方は以下の２通りがありますが、現在は『再調達価額』をもとに決める方法が一般的です。

（２）支払われる保険金の額

■損害の額の決め方

■免責金額の設定

『時価額』をもとに
決める方法

損害が生じた時点の物の価値をもとに決める方
法です。
この方法の場合、上記の『再調達価額』をもと
に決める方法よりも、保険料は安くなりますが、
建物が全焼してしまったときなどは、支払われ
た保険金だけでは同じ建物を建て直したり買い
替えたりすることができない可能性がありま
す。

火災保険標準約款３
　当機構では、火災保険の参考純率を算出しており、その算出にあたって前提となる補償内容
などを定めています。これを保険約款という形で示したものを火災保険標準約款といいます。

免責金額とは、保険金を受け取る方が負担する金額のことです。一定額までの損害であれば自己負担す
るが、それ以上の場合には保険で補償してほしいと考えるときなどには、免責金額を設定することがで
きます。この場合、支払われる保険金の額は少なくなりますが、保険料は安くなります。

一般的な火災保険契約

火災保険参考純率

　次のような場合には、保険金は支払われません。

（３）保険金が支払われない場合

保険契約者などの
故意・重大な過失

（自宅への放火など）
戦争 地震・噴火、または

これらによる津波

など

一般的な火災保険契約
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　火災保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表し、保険料は保険金額に比例します。例えば、
保険料率が0.003であった場合、保険金額を1,000万円で契約すると、保険料は３万円（=1,000万円×0.003）
となり、保険金額を2,000万円で契約すると、保険料は６万円となります。
　火災保険の保険料率には、保険契約者が支払う火災保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差
異に応じたものとなるように、料率区分を設けています。
　なお、保険料率は「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っています。

（１）火災保険の保険料率

•「参考純率」とは、料率算出団体が算出する「純保険料率」のことです。当機構では料率算出団体として、保険会社から
収集した大量の契約・支払データのほか、各種の外部データも活用して火災保険の「参考純率」を算出し、保険会社に提
供しています。

•保険会社は、自社の「保険料率」を算出する際の基礎として、「参考純率」を使用することができます。その場合の使用
方法は保険会社ごとに判断します。

•「付加保険料率」については、保険会社が独自に算出します。

保険会社が販売する保険商品の「保険料率」と当機構が算出する「参考純率」との関係memo

　火災保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表します。

火災保険の保険料率の概要1

保険料率

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

保険会社が保険事業を行うために
必要な経費などに充てられる部分

純保険料率 付加保険料率

■保険料率の構成

保険金額
　支払われる保険金の上限額をいい、契約時に定めます。例えば、実際の損害額が1,200万円であったとしても、保険金
額が1,000万円であれば、支払われる保険金の上限は1,000万円となります。

　保険料率は、「合理的・妥当・不当に差別的でない」という３つの原則に基づいて算出する必要があります。

　参考純率についても、この「保険料率の３つの原則」に基づいて算出をしています。
　参考純率における３つの原則の具体的な内容は次のとおりです（損害保険料率算出団体に関する法律、損害
保険料率算出団体に関する内閣府令）。

（２）保険料率の３つの原則

　保険全体としては、個々の保険契約の純保険料の総額は、支払
われる保険金の総額と等しくなる必要があります。
　これを「収支相等の原則」といいます。

収支相等の原則

　保険契約ごとにリスク（事故に遭う確率、事故に遭ったときに
どれだけのダメージを負うかなど）が異なることから、公平性を
保つためには、リスクが高い契約には保険料を高く、リスクが低
い契約には保険料を安くするといったように、そのリスクに応じ
た保険料を設定することが必要です。
　こうして算出した個々の保険契約の純保険料は、将来事故が起
きた時に受け取ることが見込まれる保険金の期待値に等しくなり
ます。
　これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。

給付・反対給付均等の原則

「保険料率の３つの原則」の背景には、保険料と保険金の間に成り立つ、以下の原則が存在します。

合理的 妥　当 不当に
差別的でない

●算出に用いる保険統計その他の
基礎資料が、客観性があり、か
つ、精度の高い十分な量のもの
であること。
●算出が、保険数理に基づく科学
的方法によるものであること。

●将来の保険金の支払いに充て
られることが見込まれる純保
険料率として、過不足が生じ
ないと認められるものである
こと。

●危険の区分や水準が、実態的
な危険の格差に基づき適切に
設定されていること。

純保険料

純保険料

純保険料

純保険料
純保険料の総額

保険金

保険金

保険金の総額

ある保険契約の
純保険料

その保険契約で
受け取ることが
見込まれる

保険金の期待値

個々の契約について見ると

火災保険の保険料率2

料率区分の詳細は、２1（４）火災保険の料率区分（P16）をご参照ください。

memo

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約
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　火災保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表し、保険料は保険金額に比例します。例えば、
保険料率が0.003であった場合、保険金額を1,000万円で契約すると、保険料は３万円（=1,000万円×0.003）
となり、保険金額を2,000万円で契約すると、保険料は６万円となります。
　火災保険の保険料率には、保険契約者が支払う火災保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差
異に応じたものとなるように、料率区分を設けています。
　なお、保険料率は「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っています。

（１）火災保険の保険料率

•「参考純率」とは、料率算出団体が算出する「純保険料率」のことです。当機構では料率算出団体として、保険会社から
収集した大量の契約・支払データのほか、各種の外部データも活用して火災保険の「参考純率」を算出し、保険会社に提
供しています。

•保険会社は、自社の「保険料率」を算出する際の基礎として、「参考純率」を使用することができます。その場合の使用
方法は保険会社ごとに判断します。

•「付加保険料率」については、保険会社が独自に算出します。

保険会社が販売する保険商品の「保険料率」と当機構が算出する「参考純率」との関係memo

　火災保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表します。

火災保険の保険料率の概要1

保険料率

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

保険会社が保険事業を行うために
必要な経費などに充てられる部分

純保険料率 付加保険料率

■保険料率の構成

保険金額
　支払われる保険金の上限額をいい、契約時に定めます。例えば、実際の損害額が1,200万円であったとしても、保険金
額が1,000万円であれば、支払われる保険金の上限は1,000万円となります。

　保険料率は、「合理的・妥当・不当に差別的でない」という３つの原則に基づいて算出する必要があります。

　参考純率についても、この「保険料率の３つの原則」に基づいて算出をしています。
　参考純率における３つの原則の具体的な内容は次のとおりです（損害保険料率算出団体に関する法律、損害
保険料率算出団体に関する内閣府令）。

（２）保険料率の３つの原則

　保険全体としては、個々の保険契約の純保険料の総額は、支払
われる保険金の総額と等しくなる必要があります。
　これを「収支相等の原則」といいます。

収支相等の原則

　保険契約ごとにリスク（事故に遭う確率、事故に遭ったときに
どれだけのダメージを負うかなど）が異なることから、公平性を
保つためには、リスクが高い契約には保険料を高く、リスクが低
い契約には保険料を安くするといったように、そのリスクに応じ
た保険料を設定することが必要です。
　こうして算出した個々の保険契約の純保険料は、将来事故が起
きた時に受け取ることが見込まれる保険金の期待値に等しくなり
ます。
　これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。

給付・反対給付均等の原則

「保険料率の３つの原則」の背景には、保険料と保険金の間に成り立つ、以下の原則が存在します。

合理的 妥　当 不当に
差別的でない

●算出に用いる保険統計その他の
基礎資料が、客観性があり、か
つ、精度の高い十分な量のもの
であること。
●算出が、保険数理に基づく科学
的方法によるものであること。

●将来の保険金の支払いに充て
られることが見込まれる純保
険料率として、過不足が生じ
ないと認められるものである
こと。

●危険の区分や水準が、実態的
な危険の格差に基づき適切に
設定されていること。

純保険料

純保険料

純保険料

純保険料
純保険料の総額

保険金

保険金

保険金の総額

ある保険契約の
純保険料

その保険契約で
受け取ることが
見込まれる

保険金の期待値

個々の契約について見ると

火災保険の保険料率2
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memo

一般的な火災保険契約

一般的な火災保険契約
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■火災保険参考純率における物件種別

（３）参考純率を算出している火災保険の種類
　当機構では、住宅物件、一般物件、工場物件、倉庫物件の４物件に区分して、火災保険の参考純率を算出し
ています。
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住宅物件 一般物件 工場物件 倉庫物件

　以下、特段記載のない限り最も身近な住宅物件の火災保険について説明します。

住居としてのみ使用する
建物です。

オフィスビルや学校な
ど、住宅物件・工場物件・
倉庫物件のいずれにも該
当しないものです。

食料品製造工場や化学工
場など、動力や電力を大
量に使用し製品の製造・
加工などを主として行う
建物です。

倉庫業者が顧客から預か
った物品を保管するため
の建物です。

　火災保険の保険料率には、保険契約者が支払う火災保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差
異に応じたものとなるように、料率区分を設けています。

　以下では、参考純率における火災保険の料率区分について説明していますが、実際の料率区分は保険会社に
より異なります。
　したがって、ご自身の契約に適用されている保険料率に関する詳細な情報は、保険証券をご確認のうえ、保
険会社にお問い合わせください。

（４）火災保険の料率区分

Ｈ構造 上記以外の建物（木造など） リスクが高い
保険料が高い

Ｔ構造 M構造以外の耐火性能を有する建物および
準耐火性能を有する建物（鉄骨造など）

Ｍ構造 耐火性能を有する共同住宅※1

（コンクリート造のマンションなど）
リスクが低い
保険料が安い

※1　区分所有されたマンションでは、建物の保険料率を専有部分と共用部分により区分しています。
※2　較差は最も保険料率が高い構造と低い構造を比較したものです。なお、この較差は建物の所在する都道府県などによって異なります。

■火災保険参考純率における建物（住宅物件）の構造

　建物の構造（造りや耐火性能など）が異なると、火災が起きたときの燃え広がり方に差が生じるなど、被害の
程度や壊れやすさのリスクが異なるため、保険料率を建物の構造により区分しています。

❶建物の構造

較差※2　3.02～6.52倍

雪
リスク

台風
リスク

　台風や豪雪等の自然災害が発生する頻度や被害の程度は、地域により異なるため、保険料率を建物の所在地
（都道府県別）により区分しています。

❷建物の所在地

■火災保険参考純率における建物の所在地による区分

リスクが低い
保険料が安い

リスクが高い
保険料が高い

　一般物件、工場物件、倉庫物件の中で事業者
向けの建物は、その用途、すなわち建物内での
作業内容やその工程によって、火災や爆発など
の事故が発生する頻度や、その結果生じる損害
の程度が異なります。用途は、火災リスクが比
較的低いと考えられるもの（事務所など）から、
火災リスクが高いと考えられるもの（石油製品
製造業など）まで多岐にわたるため、保険料率
を建物の用途により区分しています。

事業者向け建物の用途による区分memo
火災リスクが比較的
低いと考えられる用途
（事務所など）

火災リスクが高いと
考えられる用途
（石油製品製造業など）

■火災保険参考純率における建物の用途

■火災保険参考純率における割引率

※割引率は建物の構造や所在地などによって異なります。

　水濡れ損害等は、建物の老朽化による影響を受けるため、築年数が浅い建物（築浅住宅）には築年数に応じた
割引が適用されます（建物のみ）。

❸割引

築年数５年未満

築年数５年以上10年未満

平均33％の割引

平均25％の割引
建物が…

※較差は最も保険料率が高い都道府県
と低い都道府県を比較したものです。
なお、この較差は建物の構造などに
よって異なります。

　都道府県による較差※
2.11～3.43倍

火災保険参考純率

火災保険参考純率
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Ｍ構造 耐火性能を有する共同住宅※1

（コンクリート造のマンションなど）
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※1　区分所有されたマンションでは、建物の保険料率を専有部分と共用部分により区分しています。
※2　較差は最も保険料率が高い構造と低い構造を比較したものです。なお、この較差は建物の所在する都道府県などによって異なります。
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　建物の構造（造りや耐火性能など）が異なると、火災が起きたときの燃え広がり方に差が生じるなど、被害の
程度や壊れやすさのリスクが異なるため、保険料率を建物の構造により区分しています。
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　台風や豪雪等の自然災害が発生する頻度や被害の程度は、地域により異なるため、保険料率を建物の所在地
（都道府県別）により区分しています。
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■火災保険参考純率における建物の所在地による区分
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リスクが高い
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向けの建物は、その用途、すなわち建物内での
作業内容やその工程によって、火災や爆発など
の事故が発生する頻度や、その結果生じる損害
の程度が異なります。用途は、火災リスクが比
較的低いと考えられるもの（事務所など）から、
火災リスクが高いと考えられるもの（石油製品
製造業など）まで多岐にわたるため、保険料率
を建物の用途により区分しています。

事業者向け建物の用途による区分memo
火災リスクが比較的
低いと考えられる用途
（事務所など）

火災リスクが高いと
考えられる用途
（石油製品製造業など）

■火災保険参考純率における建物の用途

■火災保険参考純率における割引率

※割引率は建物の構造や所在地などによって異なります。

　水濡れ損害等は、建物の老朽化による影響を受けるため、築年数が浅い建物（築浅住宅）には築年数に応じた
割引が適用されます（建物のみ）。

❸割引

築年数５年未満

築年数５年以上10年未満

平均33％の割引

平均25％の割引
建物が…

※較差は最も保険料率が高い都道府県
と低い都道府県を比較したものです。
なお、この較差は建物の構造などに
よって異なります。

　都道府県による較差※
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火災保険の参考純率の算出2
（１）統計データの収集から参考純率算出への流れ

　当機構では保険会社から報告された契約・支払いに関する大量のデータを基に均質な保険統計を作成し、こ
れを分析するとともに、社会環境の変化を考慮したうえで、科学的・工学的手法や保険数理などの合理的な手
法を用いて参考純率の算出を行っています。

memo

　火災保険で補償されるリスクを分析するにあたっては、社会環境の変化についての考察も行うため、保険会社から収集し
た契約・支払データのほか、各種の外部データも活用しています。
　また、法令の改正（例：消費税率の引上げ）に伴って、火災保険の契約・支払いにどのような影響が生じるかについても
考慮しています。

社会環境の変化の考慮memo

　自然災害による損害の発生は年度ごとの変動が大きく、大規模
な自然災害については発生頻度が何十年、何百年に一度となるも
のがあります。それらを評価した上で適切な保険料率を算出する
には、これまでに観測、蓄積されたデータ量では必ずしも十分と
はいえません。そこで、台風、水災といった自然災害について
は、シミュレーションを利用しています。例えば台風では、気象
庁が公表しているこれまでの台風のデータをもとに仮想的に台風
を何十万個も発生させ、それらの風速を計算します。この風速を
もとに、現在の契約状況（建物の構造や所在地など）ではどのよ
うな被害が生じるかを、過去の台風による風速と被害の関係も踏
まえ予測することによって、保険料率を算出しています。

自然災害に関するシミュレーション

（２）火災保険参考純率の算出方法
　参考純率は、保険金の総額を保険金額の総額で除すことにより算出します。

　このように、参考純率は、保険金の総額を保険金額の総額で除すことにより算出します。
　保険金の総額は、火災などによる損害と台風などの自然災害でそれぞれ計算方法が異なっています。例え
ば、火災などによる損害については過去の保険金を用います。台風などの自然災害による損害については、シ
ミュレーションにより保険金を推定します。

純保険料率 = 必要と見込まれる純保険料の総額
保険金額の総額

　参考純率は、料率算出団体が算出する純保険料率のことですが、純保険料率は、保険料率のうち、保険金の
支払いに充てられる部分の保険料（＝純保険料）の保険金額に対する割合をいいます。

　なお、純保険料は収支相等の原則に従う必要があることから、必要と見込まれる純保険料の総額は保険金の
総額と等しくなるよう算出する必要があります。

これを式で表すと、

となります。

純保険料率 = 保険金の総額
保険金額の総額 となります。

必要と見込まれる
純保険料の総額 = 保険金の総額 となります。

これを式で表すと、

よって、

純保険料率の詳細は、２1（１）火災保険の保険料率（P14）をご参照ください。

収支相等の原則の詳細は、２1（２）保険料率の３つの原則（P15）をご参照ください。

■統計データの収集から火災保険参考純率の算出への流れ

保険契約者

保険会社

契約に関するデータ
例えば、
●契約している保険商品の
　補償内容
●建物の構造
●建物の所在地　　　　　　
●保険金額
　　　　　　　　　など

例えば、
●被害の種類
　（火災？台風？)
●被害に遭った建物の
　構造
●被害に遭った建物の
　所在地
●保険金の額
　　　　　　　　　など

支払いに関するデータ

損保料率機構

集めたデータ

均質な保険統計

参考純率

保険統計、自然災害に関する
シミュレーションなどを使用し、

参考純率を算出する

それぞれの保険会社の商品に
則したデータであるため
参考純率や標準約款にあわせ
データを読み替える

社会環境の変化を考慮

デ
ー
タ
報
告

契
約

保
険
金
の
支
払
い

例えば、
　●保険会社が支払った保険金は
　　10万円
　●10万円のうち、標準約款では
　　支払われない費用が３万円
　　含まれている
　標準約款に基づく保険金は、
10万円－３万円＝７万円

●法令の改正
など

火災保険参考純率

火災保険参考純率
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火災保険の参考純率の算出2
（１）統計データの収集から参考純率算出への流れ

　当機構では保険会社から報告された契約・支払いに関する大量のデータを基に均質な保険統計を作成し、こ
れを分析するとともに、社会環境の変化を考慮したうえで、科学的・工学的手法や保険数理などの合理的な手
法を用いて参考純率の算出を行っています。

memo

　火災保険で補償されるリスクを分析するにあたっては、社会環境の変化についての考察も行うため、保険会社から収集し
た契約・支払データのほか、各種の外部データも活用しています。
　また、法令の改正（例：消費税率の引上げ）に伴って、火災保険の契約・支払いにどのような影響が生じるかについても
考慮しています。

社会環境の変化の考慮memo

　自然災害による損害の発生は年度ごとの変動が大きく、大規模
な自然災害については発生頻度が何十年、何百年に一度となるも
のがあります。それらを評価した上で適切な保険料率を算出する
には、これまでに観測、蓄積されたデータ量では必ずしも十分と
はいえません。そこで、台風、水災といった自然災害について
は、シミュレーションを利用しています。例えば台風では、気象
庁が公表しているこれまでの台風のデータをもとに仮想的に台風
を何十万個も発生させ、それらの風速を計算します。この風速を
もとに、現在の契約状況（建物の構造や所在地など）ではどのよ
うな被害が生じるかを、過去の台風による風速と被害の関係も踏
まえ予測することによって、保険料率を算出しています。

自然災害に関するシミュレーション

（２）火災保険参考純率の算出方法
　参考純率は、保険金の総額を保険金額の総額で除すことにより算出します。

　このように、参考純率は、保険金の総額を保険金額の総額で除すことにより算出します。
　保険金の総額は、火災などによる損害と台風などの自然災害でそれぞれ計算方法が異なっています。例え
ば、火災などによる損害については過去の保険金を用います。台風などの自然災害による損害については、シ
ミュレーションにより保険金を推定します。

純保険料率 = 必要と見込まれる純保険料の総額
保険金額の総額

　参考純率は、料率算出団体が算出する純保険料率のことですが、純保険料率は、保険料率のうち、保険金の
支払いに充てられる部分の保険料（＝純保険料）の保険金額に対する割合をいいます。

　なお、純保険料は収支相等の原則に従う必要があることから、必要と見込まれる純保険料の総額は保険金の
総額と等しくなるよう算出する必要があります。

これを式で表すと、

となります。

純保険料率 = 保険金の総額
保険金額の総額 となります。

必要と見込まれる
純保険料の総額 = 保険金の総額 となります。

これを式で表すと、

よって、

純保険料率の詳細は、２1（１）火災保険の保険料率（P14）をご参照ください。

収支相等の原則の詳細は、２1（２）保険料率の３つの原則（P15）をご参照ください。

■統計データの収集から火災保険参考純率の算出への流れ
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支払いに関するデータ

損保料率機構
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均質な保険統計

参考純率

保険統計、自然災害に関する
シミュレーションなどを使用し、

参考純率を算出する

それぞれの保険会社の商品に
則したデータであるため
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例えば、
　●保険会社が支払った保険金は
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　●10万円のうち、標準約款では
　　支払われない費用が３万円
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火災保険の参考純率の算出後の流れ3
　当機構は、金融庁長官に、算出した火災保険参考純率の届出を行い、参考純率が「保険料率
の３つの原則」に適合していることについて審査を受けます。

■火災保険参考純率の算出後の流れ

火災保険の参考純率の検証と改定４
　参考純率は、算出した時点では適正であっても社会環境の変化などによりリスクの実態が変
化するため、いつまでも適正な水準であるとは限りません。このため、当機構では参考純率が
適正な水準であるか否かについて、毎年度チェックをしており、これを「検証」といいます。
この検証の結果、改定の必要があれば参考純率の改定の届出を行います。

■火災保険参考純率の検証と改定の流れ

参考純率の検証（毎年度） 金融庁長官への報告

参考純率の算出

参考純率が適正な水準か否か判断

改定が必要 改定は不要

火災保険参考純率 火災保険参考純率

金融庁

損保料率機構

保険会社

算出した参考純率を金融庁
長官に届け出ます。

原則として30日以
内に審査結果を通知
します。

届出した参考純率を保険
会社に提供します。

金融庁の審査結果を
通知します。

自社の商品について金融庁長官に認可申請また
は届出を行います。
なお、純保険料率については、　において「保
険料率の３つの原則」に適合している旨の通知
があった参考純率を使用することができます。
また、付加保険料率については、自社で算出し
ます。

1

45

2

6

勘案審査
保険会社が認可申請または届出を
行った保険料率のうち、参考純率
を使用している部分については　
で「保険料率の３つの原則」に適
合していることを勘案して審査し
ます。

7

「保険料率の３つの原則」に
適合しているか審査します。

3
適合性審査

5

3

保険契約者

8

6

参考純率
（純保険料率）

参考純率
（純保険料率）

145
2

審査
結果

※参考純率を使用するか否か
は保険会社が判断します。

保険料率
（純保険料率※＋付加保険料率）

8
　で認可された、または
届出した保険料率（純保
険料率＋付加保険料率）
をもとに、保険契約を締
結します。
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火災保険の参考純率の算出後の流れ3
　当機構は、金融庁長官に、算出した火災保険参考純率の届出を行い、参考純率が「保険料率
の３つの原則」に適合していることについて審査を受けます。

■火災保険参考純率の算出後の流れ

火災保険の参考純率の検証と改定４
　参考純率は、算出した時点では適正であっても社会環境の変化などによりリスクの実態が変
化するため、いつまでも適正な水準であるとは限りません。このため、当機構では参考純率が
適正な水準であるか否かについて、毎年度チェックをしており、これを「検証」といいます。
この検証の結果、改定の必要があれば参考純率の改定の届出を行います。

■火災保険参考純率の検証と改定の流れ

参考純率の検証（毎年度） 金融庁長官への報告

参考純率の算出

参考純率が適正な水準か否か判断

改定が必要 改定は不要

火災保険参考純率 火災保険参考純率

金融庁

損保料率機構

保険会社

算出した参考純率を金融庁
長官に届け出ます。

原則として30日以
内に審査結果を通知
します。

届出した参考純率を保険
会社に提供します。

金融庁の審査結果を
通知します。

自社の商品について金融庁長官に認可申請また
は届出を行います。
なお、純保険料率については、　において「保
険料率の３つの原則」に適合している旨の通知
があった参考純率を使用することができます。
また、付加保険料率については、自社で算出し
ます。

1

45

2

6

勘案審査
保険会社が認可申請または届出を
行った保険料率のうち、参考純率
を使用している部分については　
で「保険料率の３つの原則」に適
合していることを勘案して審査し
ます。

7

「保険料率の３つの原則」に
適合しているか審査します。

3
適合性審査

5

3

保険契約者

8

6

参考純率
（純保険料率）

参考純率
（純保険料率）

145
2

審査
結果

※参考純率を使用するか否か
は保険会社が判断します。

保険料率
（純保険料率※＋付加保険料率）

8
　で認可された、または
届出した保険料率（純保
険料率＋付加保険料率）
をもとに、保険契約を締
結します。
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火災保険第Ⅱ部

　住宅物件の火災保険の保険料（収入）と保険金（支払い）の推移について、説明します。

前年度 当該年度 翌年度

対象年度

翌々年度

集計対象

火災保険の現況3

　火災保険の保険料は、契約件数のほか、契
約される保険期間※などの影響を受けて変動
しますが、保険料は概ね増加傾向で推移して
います（図 1）。

※長期契約の場合、全ての保険期間分の保険料が契約
時に計上されることが多いため、保険期間が長期の
契約が多い年度ほど、保険料の総額が増加します。
なお、自然災害の長期的なリスク評価が難しくなっ
てきている状況を踏まえ、当機構では、2021年5
月21日に火災保険の参考純率が適用できる期間を
最長５年とする届出を行いました。

保険料
　図１の「保険料」は、２1（1）火災保険の
保険料率（P14）に記載の「付加保険料率」
部分を含みます。

集計方法について
　保険料はリトン・ベイシスの数値です。リ
トン・ベイシスとは、当該年度に計上された
数値を集計する方法です。

保険金の集計方法について
　３2保険金（支払い）の状況では、対象年度に発生した事故に対して、当該年度およびその翌年度に支払った保険金を
集計しています。
（例）事故が4件（A・B・C・D）発生した場合、BとCの保険金を集計しています。

保険料（収入）の状況1

　保険金の支払いには年度により変動がありますが、補償危険ごとに見ると、「火災、落雷、破裂・爆発」は概ね
横ばいである一方、「その他（水濡れ、盗難、物体の落下、破損・汚損など）」は、保険金の支払いが増加傾向に
あります。また、2018年度および2019年度をはじめ、近年「自然災害（風災・ひょう災、雪災、水災）」の支
払いが多くなっています。

（１）補償危険全体の傾向

保険金（支払い）の状況2

事故A

事故B

事故C

事故D

保険金
支払い

保険金
支払い

保険金
支払い

保険金
支払い

その他
4～10年
3年以下

0

600

1,500

900

1,200

300

（万件）
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7

2018

1,298

640

7

651

2019 2020
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6

617

1,282

686

5

591

2021

1,267

700

5

562

図２　保険期間別新契約件数の推移

※「その他」には不明を含みます。

図1  保険期間別保険料の推移

※「その他」には不明を含みます。
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図３  保険金の推移
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火災保険第Ⅱ部

　住宅物件の火災保険の保険料（収入）と保険金（支払い）の推移について、説明します。

前年度 当該年度 翌年度

対象年度

翌々年度

集計対象

火災保険の現況3

　火災保険の保険料は、契約件数のほか、契
約される保険期間※などの影響を受けて変動
しますが、保険料は概ね増加傾向で推移して
います（図 1）。

※長期契約の場合、全ての保険期間分の保険料が契約
時に計上されることが多いため、保険期間が長期の
契約が多い年度ほど、保険料の総額が増加します。
なお、自然災害の長期的なリスク評価が難しくなっ
てきている状況を踏まえ、当機構では、2021年5
月21日に火災保険の参考純率が適用できる期間を
最長５年とする届出を行いました。

保険料
　図１の「保険料」は、２1（1）火災保険の
保険料率（P14）に記載の「付加保険料率」
部分を含みます。

集計方法について
　保険料はリトン・ベイシスの数値です。リ
トン・ベイシスとは、当該年度に計上された
数値を集計する方法です。

保険金の集計方法について
　３2保険金（支払い）の状況では、対象年度に発生した事故に対して、当該年度およびその翌年度に支払った保険金を
集計しています。
（例）事故が4件（A・B・C・D）発生した場合、BとCの保険金を集計しています。

保険料（収入）の状況1

　保険金の支払いには年度により変動がありますが、補償危険ごとに見ると、「火災、落雷、破裂・爆発」は概ね
横ばいである一方、「その他（水濡れ、盗難、物体の落下、破損・汚損など）」は、保険金の支払いが増加傾向に
あります。また、2018年度および2019年度をはじめ、近年「自然災害（風災・ひょう災、雪災、水災）」の支
払いが多くなっています。

（１）補償危険全体の傾向

保険金（支払い）の状況2
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図２　保険期間別新契約件数の推移

※「その他」には不明を含みます。

図1  保険期間別保険料の推移

※「その他」には不明を含みます。
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火災保険第Ⅱ部

　「火災、落雷、破裂・爆発」の保険金のう
ち大半を占める「火災」による保険金は増加
しています。

❶火災、落雷、破裂・爆発

（２）補償危険ごとの傾向

❷自然災害

　自然災害による保険金の支払いは、災害の発生回数や規模に応じ、年度ごとの変動が大きいという特性があり
ます。2018年度および2019年度をはじめ、近年台風などにより保険金の支払いが多くなっています。

風災（台風）、水災の参考純率の算出方法について
　自然災害による損害の発生は年度ごとの変動が大きく、また、大規模な自然災害については、その発生頻度が何十年、
何百年に一度といった場合もあります。このため、風災（台風）や水災については、シミュレーションによる被害予測
に基づいて、１年あたりの支払保険金を推定計算することにより、参考純率を算出しています。
（２2火災保険の参考純率の算出（P18、19）参照）　消防法、建築基準法などによる規制が進

められてきた結果、建物の不燃化、消火・
防火設備の普及等が進み、住宅を火元とし
た出火件数は概ね減少傾向で推移していま
す。

住宅の出火件数の傾向

　2016～2020年度に低気圧や台風、豪雪による被害に見舞われた地域は下表のとおりです。

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

風災・ひょう災、水災（災害と主な地域） 雪災（主な地域）

主な自然災害と被害を受けた地域

2021年度および2022年度に発生した主な自然災害による
保険金支払い状況

参考

　図６の保険金は、2020年度までの集計となっています（３2保険金の集計方法について（P23）参
照）。2021年度と2022年度に発生した主な自然災害は下表のとおりです。
　なお、近年の極端な気象現象について、地球温暖化の影響が寄与した事例に関する研究成果も公表さ
れています※。

※気象庁　気候変動監視レポート（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2022/pdf/ccmr2022_all.pdf）より。

※一般社団法人　日本損害保険協会調べ。なお、上表中の数値には住宅物件以外も含まれており、図６の数値とは集計の対象
が異なっています。

主な自然災害 保険金（見込含む）

令和3年7月1日からの大雨、令和3年8月11日から
の大雨

令和4年台風14号、令和4年台風15号

累計 421億円
（2022年 3月末現在）

累計1,027 億円
（2022年 11月 30日現在）

2021年度

2022年度

台風9号（関東）、台風16号（九州）

台風18号（九州）、台風21号（近畿）

平成30年7月豪雨（中国・四国・九州）、台風21号（中部・
近畿）、台風24号（関東・中部）

台風15号（関東）、台風19号（東北・関東・甲信）

令和2年7月豪雨（九州）、台風10号（九州）

東海・山陰

北海道・甲信

北海道・東北

―

北海道・東北・北陸

図４　火災による支払状況

図５　住宅の出火件数

※「（１月～12月）における火災の状況（確定値）」（総務省消防庁）の「一
般住宅」と「共同住宅」の出火件数を集計しています。
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火災保険第Ⅱ部

　「火災、落雷、破裂・爆発」の保険金のう
ち大半を占める「火災」による保険金は増加
しています。

❶火災、落雷、破裂・爆発

（２）補償危険ごとの傾向

❷自然災害

　自然災害による保険金の支払いは、災害の発生回数や規模に応じ、年度ごとの変動が大きいという特性があり
ます。2018年度および2019年度をはじめ、近年台風などにより保険金の支払いが多くなっています。

風災（台風）、水災の参考純率の算出方法について
　自然災害による損害の発生は年度ごとの変動が大きく、また、大規模な自然災害については、その発生頻度が何十年、
何百年に一度といった場合もあります。このため、風災（台風）や水災については、シミュレーションによる被害予測
に基づいて、１年あたりの支払保険金を推定計算することにより、参考純率を算出しています。
（２2火災保険の参考純率の算出（P18、19）参照）　消防法、建築基準法などによる規制が進

められてきた結果、建物の不燃化、消火・
防火設備の普及等が進み、住宅を火元とし
た出火件数は概ね減少傾向で推移していま
す。

住宅の出火件数の傾向

　2016～2020年度に低気圧や台風、豪雪による被害に見舞われた地域は下表のとおりです。

2016 年度

2017 年度

2018 年度

2019 年度

2020 年度

風災・ひょう災、水災（災害と主な地域） 雪災（主な地域）

主な自然災害と被害を受けた地域

2021年度および2022年度に発生した主な自然災害による
保険金支払い状況
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　図６の保険金は、2020年度までの集計となっています（３2保険金の集計方法について（P23）参
照）。2021年度と2022年度に発生した主な自然災害は下表のとおりです。
　なお、近年の極端な気象現象について、地球温暖化の影響が寄与した事例に関する研究成果も公表さ
れています※。

※気象庁　気候変動監視レポート（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2022/pdf/ccmr2022_all.pdf）より。

※一般社団法人　日本損害保険協会調べ。なお、上表中の数値には住宅物件以外も含まれており、図６の数値とは集計の対象
が異なっています。
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図４　火災による支払状況

図５　住宅の出火件数

※「（１月～12月）における火災の状況（確定値）」（総務省消防庁）の「一
般住宅」と「共同住宅」の出火件数を集計しています。
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火災保険第Ⅱ部

　水濡れ損害とは、水道管から水が漏れ、床
が水浸しになるなどの損害です。近年、保険
金の支払いは増加しています。その背景とし
ては、主に以下のような事故が増えているこ
とが考えられます。
●気象要因による事故※
※一般的に、外気温が－4℃以下になると水道管が
凍結により破裂すると言われており、最低気温
が低い寒冷地での支払が多い等、地域別にリス
クが異なる傾向にあることを踏まえ、参考純率
を建物の所在地（都道府県別）により区分して
います。

●老朽化が進んだ給排水設備により生じた漏
水等

❸その他（水濡れ損害など）

　建物が古くなるにつれて給排水設備の老
朽化が進み※１※２、漏水等の事故が増加する
傾向にあります※3。築年数別に見ると、築
年数が経過している住宅（築10年以上）の
構成割合は2016年には68.2％でしたが、
2020年には73.5％に増加しています。

※１　住宅設備の耐用年数は建築年や設備種類によっ
て異なりますが、例えば、1976年以降1995
年以前に建築された建物の給水管については、
最初の修繕工事を行う目安は建築から25年後
とされています（「マンション管理標準指針」
（国土交通省））。

※２　国土交通省のアンケート調査によると、例えば、
1994年以前に建築されたマンション（サンプ
ル数671件）のうち、大規模な計画修繕工事に
おいて給水設備に対する修繕が実施された建物
は約15%に止まっています（「平成30年度マ
ンション総合調査結果」（国土交通省））。

※３　一方で築年数が浅い建物は漏水等の事故が起き
にくいことから、当機構では、築年数が浅い住
宅（築浅住宅）を対象とした割引を設定してい
ます（２1（4）火災保険の料率区分③（P17）参
照）。

建物の老朽化

図７  水濡れ損害による支払状況

図８  築年数別保有契約件数の構成割合の推移

※１ 当該年度末において有効な契約件数を集計しています。
※２ 築年数不明を除いて集計しています。
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　水濡れ損害とは、水道管から水が漏れ、床
が水浸しになるなどの損害です。近年、保険
金の支払いは増加しています。その背景とし
ては、主に以下のような事故が増えているこ
とが考えられます。
●気象要因による事故※
※一般的に、外気温が－4℃以下になると水道管が
凍結により破裂すると言われており、最低気温
が低い寒冷地での支払が多い等、地域別にリス
クが異なる傾向にあることを踏まえ、参考純率
を建物の所在地（都道府県別）により区分して
います。

●老朽化が進んだ給排水設備により生じた漏
水等

❸その他（水濡れ損害など）

　建物が古くなるにつれて給排水設備の老
朽化が進み※１※２、漏水等の事故が増加する
傾向にあります※3。築年数別に見ると、築
年数が経過している住宅（築10年以上）の
構成割合は2016年には68.2％でしたが、
2020年には73.5％に増加しています。

※１　住宅設備の耐用年数は建築年や設備種類によっ
て異なりますが、例えば、1976年以降1995
年以前に建築された建物の給水管については、
最初の修繕工事を行う目安は建築から25年後
とされています（「マンション管理標準指針」
（国土交通省））。

※２　国土交通省のアンケート調査によると、例えば、
1994年以前に建築されたマンション（サンプ
ル数671件）のうち、大規模な計画修繕工事に
おいて給水設備に対する修繕が実施された建物
は約15%に止まっています（「平成30年度マ
ンション総合調査結果」（国土交通省））。

※３　一方で築年数が浅い建物は漏水等の事故が起き
にくいことから、当機構では、築年数が浅い住
宅（築浅住宅）を対象とした割引を設定してい
ます（２1（4）火災保険の料率区分③（P17）参
照）。

建物の老朽化

図７  水濡れ損害による支払状況

図８  築年数別保有契約件数の構成割合の推移

※１ 当該年度末において有効な契約件数を集計しています。
※２ 築年数不明を除いて集計しています。
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火災保険第Ⅱ部

自然災害の発生状況の変化を踏まえた取り組み

トピックス1 

　地球温暖化を背景として、強い台風の増加や経路の変化等に関する研究結果が公表されており、自
然災害の発生状況に変化が生じていることがわかってきています。

　当機構においても、このような状況を踏まえ、台風のリスク評価手法の見直しに向けた検討を進めていま
す。台風のリスク評価にあたり、現在は気象庁が公表しているすべてのデータを一様に用いることで、安定
したリスク評価を実現しています。一方、数十年前のデータと台風による損害額が増加しはじめた近年の
データを一様に用いる現行の手法は、大規模な台風が発生するなど気候変動による影響が生じ始めている状
況を十分に反映しているとは言えなくなりつつあると考えています。そこで、年度ごとに発生回数や規模の
変動が大きいという特性や周期的な自然変動による影響があることなどを踏まえつつも、リスク評価に用い
るデータの対象期間については、気象庁が平年値を計算するために対象としている期間を参考にするなど、
近年の台風データを重視し、傾向変化をより反映可能な評価手法への改善を行うことを検討しています。
　なお、リスク評価手法を、台風による損害に増加傾向がみられる近年のデータを重視する評価手法へ見直
した場合、推定支払保険金※４は増加することが考えられます。

※１　IPCC　「第6次評価報告書　第1作業部会報告書　政策決定者向け要約（SPM）暫定訳」（https://www.data.jma.go.jp/ 
cpdinfo/ipcc/ar6/IPCC_AR6_WGI_SPM_JP.pdf）から作成。

※２　気象庁「気候変動監視レポート」（https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/monitor/2022/pdf/ccmr2022_all.pdf）か
ら作成。

※３　気象庁気象研究所「過去40年で太平洋側に接近する台風が増えている」（https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R02/ 
020825/press_release020825.pdf）から作成。

※４　当機構では、参考純率算出にあたり、将来の保険金支払いに充てる必要保険料を計算するために、支払保険金を推定してい
ます。

図９　日本近海の全海域平均海面水温（年平均）の平年差の推移

　世界の年平均気温の上昇が続いており、近年の研究では、人間活動による影響が大気、海洋および陸域を
温暖化させてきたことは疑う余地がないとされています。台風の発達・維持のエネルギー源である海面水温
については、1970年代以降昇温していることがほぼ確実とされているほか、強い熱帯低気圧の発生割合の
増加や、北西太平洋の熱帯低気圧がその強度のピークに達する緯度が北に遷移している可能性が高いことを
指摘した研究成果も公表されており、台風をはじめとした自然災害の発生状況の変化も明らかとなっていま
す※１。
　日本においても、年平均気温は1898年以降、100年あたり約1.3℃の割合で上昇しており※２、特に近年
は高温となる年が頻出しています。また、海面水温が100年あたり約1.24℃の割合で上昇しているほか
（図９）、東京など太平洋側の地域に接近する台風の数が増えていることを指摘した研究成果も公表されて
います※３。
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自然災害の発生状況の変化を踏まえた取り組み

トピックス1 

　地球温暖化を背景として、強い台風の増加や経路の変化等に関する研究結果が公表されており、自
然災害の発生状況に変化が生じていることがわかってきています。

　当機構においても、このような状況を踏まえ、台風のリスク評価手法の見直しに向けた検討を進めていま
す。台風のリスク評価にあたり、現在は気象庁が公表しているすべてのデータを一様に用いることで、安定
したリスク評価を実現しています。一方、数十年前のデータと台風による損害額が増加しはじめた近年の
データを一様に用いる現行の手法は、大規模な台風が発生するなど気候変動による影響が生じ始めている状
況を十分に反映しているとは言えなくなりつつあると考えています。そこで、年度ごとに発生回数や規模の
変動が大きいという特性や周期的な自然変動による影響があることなどを踏まえつつも、リスク評価に用い
るデータの対象期間については、気象庁が平年値を計算するために対象としている期間を参考にするなど、
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ます。
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増加や、北西太平洋の熱帯低気圧がその強度のピークに達する緯度が北に遷移している可能性が高いことを
指摘した研究成果も公表されており、台風をはじめとした自然災害の発生状況の変化も明らかとなっていま
す※１。
　日本においても、年平均気温は1898年以降、100年あたり約1.3℃の割合で上昇しており※２、特に近年
は高温となる年が頻出しています。また、海面水温が100年あたり約1.24℃の割合で上昇しているほか
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火災保険第Ⅱ部

　なお、水災リスクには、河川の氾濫などにより生じる「外水氾濫」のほかに、局地的な大雨や集中豪雨等
により下水道等の処理能力を超えることで生じる「内水氾濫」などもあります。過去10年間の水害被害額
において、外水氾濫以外による被害額は全体の4割強を占めており、外水氾濫以外の水災による被害も多く
発生しています（図13）。
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図13　過去10年間の水害被害額の水害原因別構成比

　現在参考純率の水災料率は全国一律としていますが、このような水災補償の保険料の上昇もあり、近年、
水災リスクの低い地域では、水災補償の付保を取り止める傾向（図14）が見受けられます。このことから、
水災リスクの低い地域の契約者の中には、洪水ハザードマップ等で居住地の水災リスクを認識しつつも、保
険料に対する割高感を理由に付保を取り止める契約者がいる可能性が考えられ、このような状況では、万が
一の損害に備える保険の機能が十分に発揮できないことが懸念されます。

※マンションに住む契約者は除きます。
※損害保険料率算出機構火災保険統計と国管理河川による計画規模の洪水ハザードマップに基づく浸水シミュレーションデータ
（国土交通省）を基に損害保険料率算出機構にて作成。

図14　水災補償にかかる浸水深区分別の付帯率（東京都の例）

※浸水深とは、洪水等による浸水により
　水で覆われた場合の深さ。
　深さのイメージは以下のとおり。

出典：「水害ハザードマップ作成の手引き
　　 （平成28年4月）」（国土交通省）
（https://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_
keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html）…契約ウエイト
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約13％減

水災リスクに応じた保険料率の取り組み

　近年、自然災害の多発・激甚化に伴い、実際に水災による保険金支払も大きく増加しています。水
災リスクに係る環境が変化する中、防災・減災に向けた取り組みが進められ、洪水ハザードマップな
どの水災リスク情報の拡充がはかられることにより、住民の方々が居住地における水災リスクを把握
しやすい環境が整ってきています。

　長年、治水・水防の取組みが進められるとともに、災害発生時に周辺住民が適切な行動をとれるよう、避
難情報等を盛り込んだ洪水ハザードマップ※1が整備されてきました。さらに、近年では集中豪雨の頻度が増
加し、極端な降水の強度が強まる傾向にあるなど、水災リスクに係る環境が変化するなか、居住地における
水災リスクに対する理解・対策等の進展に向けた関連法案の改正（宅地建物取引業法施行規則※2、流域治水
関連法※3等）も進められています。

　また、水災リスクに係る環境変化に伴い、水災による被害は増加・激甚化傾向にあり、実際に水災による
保険金支払（図11）も大きく増加しています。その結果、近年は水災補償の保険料が上昇しており、火災
保険の支払保険金に占める水災のウエイト（図12）も増加傾向となっています。

※１　水防法に基づき、各自治体において河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域・深さを示したものであり、1,386市区町
村で洪水ハザードマップが公表されています（洪水浸水想定区域を含む1,406市区町村のうち約99％。2022年3月末時点）。

※２　2020年8月に施行され、宅地建物取引業者が購入者等に対する重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作
成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

※３　2021年7月と11月に施行され、洪水等に対応したハザードマップ作成を中小河川等まで拡大したり、浸水被害防止区域を
創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）する制度を導入したりする等、「流域治水」の実効性を高め
る法的枠組みが整備されました。

図11　水災による保険金の支払状況（５か年平均）（住宅物件の例）

※損害保険料率算出機構火災
保険統計から作成。

※水災以外は、火災・落雷・
爆発、風雪災、雑危険等を
集計しています。
※損害保険料率算出機構火災
保険統計から作成。

図12　火災保険の支払保険金に占める水災ウエイトの動向

※水害統計（国土交通省）を
基に損害保険料率算出機構
にて作成。
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　なお、水災リスクには、河川の氾濫などにより生じる「外水氾濫」のほかに、局地的な大雨や集中豪雨等
により下水道等の処理能力を超えることで生じる「内水氾濫」などもあります。過去10年間の水害被害額
において、外水氾濫以外による被害額は全体の4割強を占めており、外水氾濫以外の水災による被害も多く
発生しています（図13）。
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険料に対する割高感を理由に付保を取り止める契約者がいる可能性が考えられ、このような状況では、万が
一の損害に備える保険の機能が十分に発揮できないことが懸念されます。
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（国土交通省）を基に損害保険料率算出機構にて作成。
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水災リスクに応じた保険料率の取り組み

　近年、自然災害の多発・激甚化に伴い、実際に水災による保険金支払も大きく増加しています。水
災リスクに係る環境が変化する中、防災・減災に向けた取り組みが進められ、洪水ハザードマップな
どの水災リスク情報の拡充がはかられることにより、住民の方々が居住地における水災リスクを把握
しやすい環境が整ってきています。

　長年、治水・水防の取組みが進められるとともに、災害発生時に周辺住民が適切な行動をとれるよう、避
難情報等を盛り込んだ洪水ハザードマップ※1が整備されてきました。さらに、近年では集中豪雨の頻度が増
加し、極端な降水の強度が強まる傾向にあるなど、水災リスクに係る環境が変化するなか、居住地における
水災リスクに対する理解・対策等の進展に向けた関連法案の改正（宅地建物取引業法施行規則※2、流域治水
関連法※3等）も進められています。

　また、水災リスクに係る環境変化に伴い、水災による被害は増加・激甚化傾向にあり、実際に水災による
保険金支払（図11）も大きく増加しています。その結果、近年は水災補償の保険料が上昇しており、火災
保険の支払保険金に占める水災のウエイト（図12）も増加傾向となっています。

※１　水防法に基づき、各自治体において河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域・深さを示したものであり、1,386市区町
村で洪水ハザードマップが公表されています（洪水浸水想定区域を含む1,406市区町村のうち約99％。2022年3月末時点）。

※２　2020年8月に施行され、宅地建物取引業者が購入者等に対する重要事項説明の対象項目として、水防法の規定に基づき作
成された水害ハザードマップにおける対象物件の所在地が追加されました。

※３　2021年7月と11月に施行され、洪水等に対応したハザードマップ作成を中小河川等まで拡大したり、浸水被害防止区域を
創設し、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認（許可制）する制度を導入したりする等、「流域治水」の実効性を高め
る法的枠組みが整備されました。
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※損害保険料率算出機構火災
保険統計から作成。

※水災以外は、火災・落雷・
爆発、風雪災、雑危険等を
集計しています。
※損害保険料率算出機構火災
保険統計から作成。

図12　火災保険の支払保険金に占める水災ウエイトの動向

※水害統計（国土交通省）を
基に損害保険料率算出機構
にて作成。

約4倍

（億円）

2011～2015年度平均 2016～2020年度平均

500

400

300

200

100

0

水災
約6.3％

水災
約10.6％

2011～2015年度平均 2016～2020年度平均

水災以外
約93.7％

水災以外
約89.4％

内水氾濫 31.5％

高潮氾濫 1.1％

外水氾濫 56.2％

その他 3.6％土砂災害 7.6％
火
災
保
険 

─ 

3 

火
災
保
険
の
現
況

第
Ⅱ
部

31



火災保険第Ⅱ部

　こうした状況を背景として、金融庁主催で「火災保険水災料率に関する有識者懇談会（2021年6月～
2022年3月）」が開催されました。本有識者懇談会では、水災リスクの高い地域の契約者に対するリスクア
ナウンスメント効果や水災リスクの低い地域の契約者に対する水災補償離れの抑制を通じた社会全体として
の経済的備えを高めていくことへの期待など、損害保険会社等における水災リスクに応じた火災保険料率細
分化の必要性や、細分化に用いる基礎データや細分化における料率較差・地域区分等（下表参照※1）、損害
保険会社等が取り組みを進めるうえでの留意点等について幅広く議論が行われました 。

　当機構では、「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」における議論の内容を踏まえ、保険料負担の公平
性の観点から契約者の納得感を高められるよう、外水氾濫や内水氾濫等の災害種類ごとに現時点で全国を統
一的・網羅的に評価することが可能な指標を活用し、地域ごとの水災リスクを反映した料率制度・体系の検
討を進めています。

※１　参考純率にかかる主な記載を火災保険水災料率に関する有識者懇談会報告書から抜粋。
※２　水災リスクを把握する単位。

基礎データ

料率較差

地域区分※2

•「洪水浸水想定区域図（ハザードマップ）」、「地形特性」、「水害統計」を用いることは、情報の
網羅性・客観性が認められるとともに、消費者の理解が得られやすいと考えられる。

•保険料負担の公平性の観点のみならず、高リスク契約者の保険の購入可能性にも配慮した料率
体系とすることが適当であると考えられる。

•消費者の納得感向上という便益がコスト（適正な保険募集確保のための負荷やシステム開発コ
スト）の増大に伴う付加保険料率の上昇に見合うものであるかといった点に留意が必要である。
•参考純率においては「洪水浸水想定区域図」等のリスク情報を踏まえつつ、市区町村等の行政
区分を地域区分の単位として活用することが考えられる。
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　こうした状況を背景として、金融庁主催で「火災保険水災料率に関する有識者懇談会（2021年6月～
2022年3月）」が開催されました。本有識者懇談会では、水災リスクの高い地域の契約者に対するリスクア
ナウンスメント効果や水災リスクの低い地域の契約者に対する水災補償離れの抑制を通じた社会全体として
の経済的備えを高めていくことへの期待など、損害保険会社等における水災リスクに応じた火災保険料率細
分化の必要性や、細分化に用いる基礎データや細分化における料率較差・地域区分等（下表参照※1）、損害
保険会社等が取り組みを進めるうえでの留意点等について幅広く議論が行われました 。

　当機構では、「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」における議論の内容を踏まえ、保険料負担の公平
性の観点から契約者の納得感を高められるよう、外水氾濫や内水氾濫等の災害種類ごとに現時点で全国を統
一的・網羅的に評価することが可能な指標を活用し、地域ごとの水災リスクを反映した料率制度・体系の検
討を進めています。

※１　参考純率にかかる主な記載を火災保険水災料率に関する有識者懇談会報告書から抜粋。
※２　水災リスクを把握する単位。

基礎データ

料率較差

地域区分※2

•「洪水浸水想定区域図（ハザードマップ）」、「地形特性」、「水害統計」を用いることは、情報の
網羅性・客観性が認められるとともに、消費者の理解が得られやすいと考えられる。

•保険料負担の公平性の観点のみならず、高リスク契約者の保険の購入可能性にも配慮した料率
体系とすることが適当であると考えられる。

•消費者の納得感向上という便益がコスト（適正な保険募集確保のための負荷やシステム開発コ
スト）の増大に伴う付加保険料率の上昇に見合うものであるかといった点に留意が必要である。
•参考純率においては「洪水浸水想定区域図」等のリスク情報を踏まえつつ、市区町村等の行政
区分を地域区分の単位として活用することが考えられる。
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地震保険第Ⅲ部

地震保険の補償内容2

　地震保険では、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害に対して保険金が支払われます。

地震で家が壊れた場合や、
地震による火災で家が燃えた場合

など

噴火に伴う噴石で
家が壊れた場合

など

地震による津波で
家が流された場合

など

■地震 ■噴火 ■地震・噴火による津波

（１）保険金が支払われる場合

■地震保険の対象と保険金額 

地震保険の保険約款1
　地震保険の保険約款では、補償内容として、保険金が支払われる場合の条件や、支払われる金額の計算方法などを定
めています。

　地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とした制度であり、基本的
な補償内容は「地震保険に関する法律」等の法令に規定されています。

保険の対象

●居住用建物の火災保険の保険金額が1,000万円の場合

●家財の火災保険の保険金額が500万円の場合

地震保険は、法令により、火災保険とあわせて契約するこ
ととされているほか、保険金額についても、火災保険の保
険金額の30～50％の範囲内（ただし、居住用建物は
5,000万円、家財は1,000万円が限度）で設定することと
されています。

保険金額

30％ 50％

300万円 500万円

100％

1,000万円

この範囲内で設定

30％ 50％

150万円 250万円

100％

500万円

この範囲内で設定

地震保険とは1

保険約款

地震保険契約

保険契約者 保険会社

居住用建物 家　財
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地震保険第Ⅲ部

地震保険の補償内容2

　地震保険では、地震や噴火、またはこれらによる津波を原因とする損害に対して保険金が支払われます。

地震で家が壊れた場合や、
地震による火災で家が燃えた場合

など

噴火に伴う噴石で
家が壊れた場合

など

地震による津波で
家が流された場合

など

■地震 ■噴火 ■地震・噴火による津波

（１）保険金が支払われる場合

■地震保険の対象と保険金額 

地震保険の保険約款1
　地震保険の保険約款では、補償内容として、保険金が支払われる場合の条件や、支払われる金額の計算方法などを定
めています。

　地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的とした制度であり、基本的
な補償内容は「地震保険に関する法律」等の法令に規定されています。

保険の対象

●居住用建物の火災保険の保険金額が1,000万円の場合

●家財の火災保険の保険金額が500万円の場合

地震保険は、法令により、火災保険とあわせて契約するこ
ととされているほか、保険金額についても、火災保険の保
険金額の30～50％の範囲内（ただし、居住用建物は
5,000万円、家財は1,000万円が限度）で設定することと
されています。

保険金額

30％ 50％

300万円 500万円

100％

1,000万円

この範囲内で設定

30％ 50％

150万円 250万円

100％

500万円

この範囲内で設定

地震保険とは1

保険約款

地震保険契約

保険契約者 保険会社

居住用建物 家　財
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地震保険第Ⅲ部

地震保険標準約款３
　当機構では、地震保険の基準料率を算出しており、その算出にあたって前提となる補償内容などを定めています。こ
れを保険約款という形で示したものを地震保険標準約款といいます。

　次のような場合には、保険金は支払われません。

（３）保険金が支払われない場合

保険契約者などの
故意・重大な過失

（自宅への放火など）
地震の際の盗難

など

　迅速な保険金支払いの観点から、居住用建物または家財に生じた損害が、全損、大半損、小半損、一部損のいずれ
かに該当する場合に、次のとおり保険金が支払われることとされています。また、建物の損害は主要構造部（壁、
柱、床など）の損害により判定されます。

※1　損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2　建物と家財はそれぞれ別に損害の程度が認定されます。
※3　主要構造部に損害が生じていなくても、この場合には水濡れによる汚損や汚物の流入等の損害が発生するため、一部損とみなして

補償されます。

損害の
程度※1

損害の程度の認定の基準※2

建　　物 家　　財
支払われる
保険金の額

全　損
建物の時価額の50％以上
主要構造部の損害の額が

家財の時価額の

80％以上

家財の損害額が
地震保険金額の

100％
（時価額が限度）

建物の延床面積の70％以上
焼失・流失した部分の床面積が

大半損
建物の時価額の40％以上50％未満

主要構造部の損害の額が

主要構造部の損害の額が

家財の時価額の
80％未満
60％以上

家財の損害額が

家財の損害額が

地震保険金額の
60％

（時価額の60％が限度）
建物の延床面積の50％以上70％未満
焼失・流失した部分の床面積が

一部損
建物の時価額の3％以上20％未満

主要構造部の損害の額が

家財の時価額の
30％未満
10％以上

家財の損害額が
地震保険金額の

5％
（時価額の5％が限度）

床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水※3
全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合

小半損
建物の時価額の20％以上40％未満

家財の時価額の
60％未満
30％以上

地震保険金額の
30％

（時価額の30％が限度）
建物の延床面積の20％以上50％未満
焼失・流失した部分の床面積が

（２）支払われる保険金の額
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地震保険第Ⅲ部

地震保険標準約款３
　当機構では、地震保険の基準料率を算出しており、その算出にあたって前提となる補償内容などを定めています。こ
れを保険約款という形で示したものを地震保険標準約款といいます。

　次のような場合には、保険金は支払われません。

（３）保険金が支払われない場合

保険契約者などの
故意・重大な過失

（自宅への放火など）
地震の際の盗難

など

　迅速な保険金支払いの観点から、居住用建物または家財に生じた損害が、全損、大半損、小半損、一部損のいずれ
かに該当する場合に、次のとおり保険金が支払われることとされています。また、建物の損害は主要構造部（壁、
柱、床など）の損害により判定されます。

※1　損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
※2　建物と家財はそれぞれ別に損害の程度が認定されます。
※3　主要構造部に損害が生じていなくても、この場合には水濡れによる汚損や汚物の流入等の損害が発生するため、一部損とみなして

補償されます。

損害の
程度※1

損害の程度の認定の基準※2

建　　物 家　　財
支払われる
保険金の額

全　損
建物の時価額の50％以上
主要構造部の損害の額が

家財の時価額の

80％以上

家財の損害額が
地震保険金額の

100％
（時価額が限度）

建物の延床面積の70％以上
焼失・流失した部分の床面積が

大半損
建物の時価額の40％以上50％未満

主要構造部の損害の額が

主要構造部の損害の額が

家財の時価額の
80％未満
60％以上

家財の損害額が

家財の損害額が

地震保険金額の
60％

（時価額の60％が限度）
建物の延床面積の50％以上70％未満
焼失・流失した部分の床面積が

一部損
建物の時価額の3％以上20％未満

主要構造部の損害の額が

家財の時価額の
30％未満
10％以上

家財の損害額が
地震保険金額の

5％
（時価額の5％が限度）

床上浸水または地盤面から45㎝を超える浸水※3
全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合

小半損
建物の時価額の20％以上40％未満

家財の時価額の
60％未満
30％以上

地震保険金額の
30％

（時価額の30％が限度）
建物の延床面積の20％以上50％未満
焼失・流失した部分の床面積が

（２）支払われる保険金の額
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地震保険第Ⅲ部

　保険料率は、「合理的・妥当・不当に差別的でない」という３つの原則に基づいて算出する必要があります。
　基準料率についても、この「保険料率の３つの原則」に基づいて算出をしています。
　基準料率における３つの原則の具体的な内容は次のとおりです（損害保険料率算出団体に関する法律、損害
保険料率算出団体に関する内閣府令）。

（２）保険料率の３つの原則

　保険全体としては、個々の保険契約の純保険料の総額は、支
払われる保険金の総額と等しくなる必要があります。
　これを「収支相等の原則」といいます。

収支相等の原則

　保険契約ごとにリスク（事故に遭う確率、事故に遭ったとき
にどれだけのダメージを負うかなど）が異なることから、公平
性を保つためには、リスクが高い契約には保険料を高く、リス
クが低い契約には保険料を安くするといったように、そのリス
クに応じた保険料を設定することが必要です。
　こうして算出した個々の保険契約の純保険料は、将来事故が
起きた時に受け取ることが見込まれる保険金の期待値に等しく
なります。
　これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。

給付・反対給付均等の原則

純保険料

純保険料

純保険料

純保険料
純保険料の総額

保険金

保険金

保険金の総額

ある保険契約の
純保険料

その保険契約で
受け取ることが
見込まれる

保険金の期待値

合理的 妥　当 不当に
差別的でない

●算出に用いる保険統計その他の
基礎資料が、客観性があり、か
つ、精度の高い十分な量のもの
であること。
●算出が、保険数理に基づく科学
的方法によるものであること。

●保険契約を申し込もうとする
者にとって保険契約の締結が
可能な水準であること。
●保険会社の業務の健全性を維
持する水準であること。

●危険の区分や水準が、実態的
な危険の格差および見込まれ
る費用の格差に基づき適切に
設定されていること。

「保険料率の３つの原則」の背景には、保険料と保険金の間に成り立つ、以下の原則が存在します。memo

　「保険料率の３つの原則」のほか、地震保険に関する法律では、「保険料率は、収支の償う範囲内
においてできる限り低いものでなければならない」と規定されています。

　地震保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表し、保険料は保険金額に比例します。例えば、
保険料率が0.003であった場合、保険金額を1,000万円で契約すると、保険料は３万円（=1,000万円×0.003）
となり、保険金額を2,000万円で契約すると、保険料は６万円となります。
　地震保険の保険料率には、保険契約者が支払う地震保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差異
に応じたものとなるように料率区分を設けています。
　なお、保険料率は「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っています。

（１）地震保険の保険料率

保険料率

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

保険会社が保険事業を行うために
必要な経費などに充てられる部分

純保険料率 付加保険料率

■保険料率の構成

地震保険の保険料率の概要1

料率区分の詳細は、21（4）地震保険の料率区分（P40）をご参照ください。

　地震保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表します。

•「基準料率」とは、料率算出団体が算出する「保険料率」のことです。当機構では料率算出団体として、保険会社から収
集した大量の契約・支払データのほか、各種の外部データも活用して地震保険の「基準料率」を算出し、保険会社に提供
しています。
•保険会社は、自社の「保険料率」として、当機構が算出した「基準料率」を使用することができ、現在、全ての保険会社が
「基準料率」を使用しています。

保険会社が販売する保険商品の「保険料率」と当機構が算出する「基準料率」との関係memo

保険金額
　支払われる保険金の上限額をいい、契約時に定めます。例えば、保険金額が1,000万円であれば、全損の場合の保険金
は1,000万円となります。

地震保険の保険料率2

個々の契約について見ると
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　保険料率は、「合理的・妥当・不当に差別的でない」という３つの原則に基づいて算出する必要があります。
　基準料率についても、この「保険料率の３つの原則」に基づいて算出をしています。
　基準料率における３つの原則の具体的な内容は次のとおりです（損害保険料率算出団体に関する法律、損害
保険料率算出団体に関する内閣府令）。

（２）保険料率の３つの原則

　保険全体としては、個々の保険契約の純保険料の総額は、支
払われる保険金の総額と等しくなる必要があります。
　これを「収支相等の原則」といいます。

収支相等の原則

　保険契約ごとにリスク（事故に遭う確率、事故に遭ったとき
にどれだけのダメージを負うかなど）が異なることから、公平
性を保つためには、リスクが高い契約には保険料を高く、リス
クが低い契約には保険料を安くするといったように、そのリス
クに応じた保険料を設定することが必要です。
　こうして算出した個々の保険契約の純保険料は、将来事故が
起きた時に受け取ることが見込まれる保険金の期待値に等しく
なります。
　これを「給付・反対給付均等の原則」といいます。

給付・反対給付均等の原則

純保険料

純保険料

純保険料

純保険料
純保険料の総額

保険金

保険金

保険金の総額

ある保険契約の
純保険料

その保険契約で
受け取ることが
見込まれる

保険金の期待値

合理的 妥　当 不当に
差別的でない

●算出に用いる保険統計その他の
基礎資料が、客観性があり、か
つ、精度の高い十分な量のもの
であること。
●算出が、保険数理に基づく科学
的方法によるものであること。

●保険契約を申し込もうとする
者にとって保険契約の締結が
可能な水準であること。
●保険会社の業務の健全性を維
持する水準であること。

●危険の区分や水準が、実態的
な危険の格差および見込まれ
る費用の格差に基づき適切に
設定されていること。

「保険料率の３つの原則」の背景には、保険料と保険金の間に成り立つ、以下の原則が存在します。memo

　「保険料率の３つの原則」のほか、地震保険に関する法律では、「保険料率は、収支の償う範囲内
においてできる限り低いものでなければならない」と規定されています。

　地震保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表し、保険料は保険金額に比例します。例えば、
保険料率が0.003であった場合、保険金額を1,000万円で契約すると、保険料は３万円（=1,000万円×0.003）
となり、保険金額を2,000万円で契約すると、保険料は６万円となります。
　地震保険の保険料率には、保険契約者が支払う地震保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差異
に応じたものとなるように料率区分を設けています。
　なお、保険料率は「純保険料率」と「付加保険料率」から成り立っています。

（１）地震保険の保険料率

保険料率

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

保険会社が保険事業を行うために
必要な経費などに充てられる部分

純保険料率 付加保険料率

■保険料率の構成

地震保険の保険料率の概要1

料率区分の詳細は、21（4）地震保険の料率区分（P40）をご参照ください。

　地震保険の保険料率とは、保険金額に対する保険料の割合を表します。

•「基準料率」とは、料率算出団体が算出する「保険料率」のことです。当機構では料率算出団体として、保険会社から収
集した大量の契約・支払データのほか、各種の外部データも活用して地震保険の「基準料率」を算出し、保険会社に提供
しています。
•保険会社は、自社の「保険料率」として、当機構が算出した「基準料率」を使用することができ、現在、全ての保険会社が
「基準料率」を使用しています。

保険会社が販売する保険商品の「保険料率」と当機構が算出する「基準料率」との関係memo

保険金額
　支払われる保険金の上限額をいい、契約時に定めます。例えば、保険金額が1,000万円であれば、全損の場合の保険金
は1,000万円となります。

地震保険の保険料率2

個々の契約について見ると
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リスクが高い
保険料が高い

リスクが低い
保険料が安い

較差　イ構造 3.77倍※

　　　ロ構造 3.67倍※

※較差は１等地と３等地の保険料率を比較したものです。

住宅性能表示制度の「免震建築物」に該当

1981年6月1日以後に新築

上記のいずれにもあてはまらない場合

住宅性能表示制度の「耐震等級１・２・３」に該当
（国土交通省の指針に基づく耐震等級も含む）

耐震診断・耐震改修により、現行耐震基準を
満たしている

免震建築物割引
（50％）

耐震診断割引
（10％）

建築年割引
（10％）

割引の対象になりません

耐震等級割引
（等級に応じ10％・30％・50％）

建物が…

　地震発生リスクなどは地域により異なるため、保険料率を建物の所在地（等地別）により区分しています。

❷建物の所在地

　一定の基準に基づく耐震性能を備えた建物には割引が適用されます。割引は、建物の耐震性能に応じて設けて
おり、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の４種類があります。なお、これら４種類の
割引は、重複して適用されません。

❸割　引

1等地

3等地
2等地

■地震保険基準料率における建物所在地による区分

■地震保険基準料率における割引率

　地震保険基準料率は、保険金の支払いに充てられる「純保険料率」と、事業経費に充てられる「付加保険料
率」から成り立っています。
　「付加保険料率」は、契約の事務処理や損害の調査などに充てられる「社費」と、契約の募集を行う代理店に
支払う「代理店手数料」に分けられます。

（３）地震保険基準料率の構成

　地震保険の保険料率には、保険契約者が支払う地震保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差
異に応じたものとなるように、料率区分を設けています。さらに、一定の基準に基づく耐震性能を備えた建物
については、割引を設けています。

（４）地震保険の料率区分

•民間企業である保険会社が販売する一般的な保険には、「付加保険料率」の中に利潤が織り込まれています。しかし地震
保険は、政府と保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であるため、利潤を織り込んでいません。
•また、地震保険は火災保険とあわせて契約する方式を採用することで、火災保険と重複する事務処理を省いて経費を抑え
ています。

地震保険基準料率の特徴（付加保険料率）memo

純保険料率 付加保険料率
（
営
　業
　費
）

（
損
害
調
査
費
）

（
代
理
店
手
数
料
）

社費

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

■地震保険基準料率の構成

　建物の構造が異なると、地震の揺れによる損壊や火災による焼失などのリスクが異なるため、保険料率を建物
の構造により区分しています。

❶建物の構造

イ構造 鉄骨造やコンクリート造の建物など リスクが低い
保険料が安い

ロ構造 木造の建物など リスクが高い
保険料が高い

※較差はイ構造とロ構造の保険料率を比較したものです。なお、この較差は建物の所在地によって異なります。

較差　1.49～1.79倍※

■地震保険基準料率における建物の構造

地
震
保
険 

─ 

2 

地
震
保
険
の
保
険
料
率

第
Ⅲ
部

40



地震保険第Ⅲ部

リスクが高い
保険料が高い

リスクが低い
保険料が安い

較差　イ構造 3.77倍※

　　　ロ構造 3.67倍※

※較差は１等地と３等地の保険料率を比較したものです。

住宅性能表示制度の「免震建築物」に該当

1981年6月1日以後に新築

上記のいずれにもあてはまらない場合

住宅性能表示制度の「耐震等級１・２・３」に該当
（国土交通省の指針に基づく耐震等級も含む）

耐震診断・耐震改修により、現行耐震基準を
満たしている

免震建築物割引
（50％）

耐震診断割引
（10％）

建築年割引
（10％）

割引の対象になりません

耐震等級割引
（等級に応じ10％・30％・50％）

建物が…

　地震発生リスクなどは地域により異なるため、保険料率を建物の所在地（等地別）により区分しています。

❷建物の所在地

　一定の基準に基づく耐震性能を備えた建物には割引が適用されます。割引は、建物の耐震性能に応じて設けて
おり、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の４種類があります。なお、これら４種類の
割引は、重複して適用されません。

❸割　引

1等地

3等地
2等地

■地震保険基準料率における建物所在地による区分

■地震保険基準料率における割引率

　地震保険基準料率は、保険金の支払いに充てられる「純保険料率」と、事業経費に充てられる「付加保険料
率」から成り立っています。
　「付加保険料率」は、契約の事務処理や損害の調査などに充てられる「社費」と、契約の募集を行う代理店に
支払う「代理店手数料」に分けられます。

（３）地震保険基準料率の構成

　地震保険の保険料率には、保険契約者が支払う地震保険料が、建物の構造や所在地など、個々のリスクの差
異に応じたものとなるように、料率区分を設けています。さらに、一定の基準に基づく耐震性能を備えた建物
については、割引を設けています。

（４）地震保険の料率区分

•民間企業である保険会社が販売する一般的な保険には、「付加保険料率」の中に利潤が織り込まれています。しかし地震
保険は、政府と保険会社が共同で運営する公共性の高い保険であるため、利潤を織り込んでいません。
•また、地震保険は火災保険とあわせて契約する方式を採用することで、火災保険と重複する事務処理を省いて経費を抑え
ています。

地震保険基準料率の特徴（付加保険料率）memo

純保険料率 付加保険料率
（
営
　業
　費
）

（
損
害
調
査
費
）

（
代
理
店
手
数
料
）

社費

事故が発生したときに、保険会社が
支払う保険金に充てられる部分

■地震保険基準料率の構成

　建物の構造が異なると、地震の揺れによる損壊や火災による焼失などのリスクが異なるため、保険料率を建物
の構造により区分しています。

❶建物の構造

イ構造 鉄骨造やコンクリート造の建物など リスクが低い
保険料が安い

ロ構造 木造の建物など リスクが高い
保険料が高い

※較差はイ構造とロ構造の保険料率を比較したものです。なお、この較差は建物の所在地によって異なります。

較差　1.49～1.79倍※

■地震保険基準料率における建物の構造
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地震保険第Ⅲ部

　地震保険の基準料率では、次のステップ①～④の被害予測シミュレーションを行った上で、ステップ⑤により
純保険料率を算出します。

ステップ①　震源モデルにおける震源断層、地震規模を用いて、どこがどの程度揺れるか、どこまでどの程度の規模の
津波が押し寄せるかなどを、計算します。

ステップ②　現在の地震保険の契約データに基づき、ステップ①の各地震が発生したときに、どの程度の保険金が支払
われるか計算します。

ステップ③　震源モデルにおける各地震の平均発生間隔を用いて、１年あたりの予想支払保険金を計算します。例えば、
2000年に一度発生する地震であれば、ステップ②の計算結果に1/2000をかけます。

ステップ④　ステップ①～③の計算を全ての地震について行い、足し合わせて将来の１年あたりの予想支払保険金を計
算します。

ステップ⑤　将来の１年あたりの予想支払保険金を保険金額で除して、純保険料率を算出します。

（２）被害予測シミュレーションと純保険料率の算出方法

■被害予測シミュレーションのイメージ

ステップ①　仮想の地震を
発生させる

•震源断層
•地震規模

•平均発生間隔

•建物の所在地
•建物の構造　など

ステップ②　１つ１つの地震に関する
予想支払保険金を計算する

ステップ③　１つ１つの地震に関する１年
あたりの予想支払保険金を計算する

ステップ④　将来の１年あたりの
予想支払保険金を計算する ステップ⑤　純保険料率を算出する

地震保険の
契約データ

震源モデル

地震保険の基準料率の算出2
　地震は発生頻度が低く、時に被害が巨大になる等の特性を持つため、短期間の実績データのみに基づいて保険料率を
算出することはできません。そこで地震保険では、純保険料率については、地震が現在発生した場合の支払保険金を被
害予測シミュレーションにより予測し算出しています。付加保険料率は、営業費・損害調査費・代理店手数料の別に算
出しています。

（１）地震保険の料率算出の困難性と解決方法

■確率論的地震動予測地図の例
2020年から30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

■日本列島周辺で発生する地震のタイプ

※地震調査研究推進本部ウェブサイトによります。

※「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）から作成。

　地震リスクは、火災等に比べ発生頻度が低く、かつ発生時期が不規則であり、また、ひとたび大地震が発生す
ると巨大な損害をもたらすという特性を持っています。このため、制度発足以来数十年ほどしかない地震保険の
支払実績データでは、十分ではありません。
　地震の発生については、「どこで」、「どのくらいの大きさ」の地震が、「いつ」発生するかを正確に予知すること
は、最新の科学の知見をもってしても困難とされています。一方、規模が大きな海溝型地震※1や活断層の地震※2

は、同じ場所で繰り返し発生することが知られており、長期的には、その大きさや発生間隔をある程度予測するこ
とが可能であると考えられています。こうした地震発生の長期予測について、多くの研究者の議論を経て全国統一
の基準でまとめたものが、地震調査研究推進本部（地震本部）が公表している確率論的地震動予測地図（予測地
図）です※3。
　そこで地震保険の料率算出にあたっては、予測地図の作成に用いられた客観的で高精度の地震発生データ（震
源モデル）を利用し、被害予測シミュレーションにより将来の支払保険金を予測し、純保険料率を算出していま
す（震源モデルと純保険料算出の関係は、memo 予測地図と地震保険基準料率の関係（P44）参照）。
※１　海溝型地震は、海のプレートと陸のプレートの境界付近で発生する地震です。
※２　活断層の地震は、陸のプレート内部の断層で活動することが推定される地震です。
※３　地震本部は、阪神･淡路大震災の教訓を踏まえ設置された政府の機関で、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究を

一元的に推進しています。予測地図は2005年3月にはじめて公表され、以後、順次改訂されています。詳細は、地震本
部のウェブサイト（https://www.jishin.go.jp）をご参照ください。

内陸の活断層※で発生する地震

海溝型地震

プレート内で発生する地震

プレート境界で発生する地震

※「活断層」とは
　地層を観察すると、もとはつながっていた地層がある面を境に食い違っている
ことがあります。このような食い違いを断層と呼んでいます。断層に沿って、
両側の岩盤がずれ動くことによって地震が発生します。活断層とは、過去に繰
り返し地震が発生し、今後も活動すると考えられている断層のことです。

陸のプレート

海のプレート

海のプレートの沈み込み
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　地震保険の基準料率では、次のステップ①～④の被害予測シミュレーションを行った上で、ステップ⑤により
純保険料率を算出します。

ステップ①　震源モデルにおける震源断層、地震規模を用いて、どこがどの程度揺れるか、どこまでどの程度の規模の
津波が押し寄せるかなどを、計算します。

ステップ②　現在の地震保険の契約データに基づき、ステップ①の各地震が発生したときに、どの程度の保険金が支払
われるか計算します。

ステップ③　震源モデルにおける各地震の平均発生間隔を用いて、１年あたりの予想支払保険金を計算します。例えば、
2000年に一度発生する地震であれば、ステップ②の計算結果に1/2000をかけます。

ステップ④　ステップ①～③の計算を全ての地震について行い、足し合わせて将来の１年あたりの予想支払保険金を計
算します。

ステップ⑤　将来の１年あたりの予想支払保険金を保険金額で除して、純保険料率を算出します。

（２）被害予測シミュレーションと純保険料率の算出方法

■被害予測シミュレーションのイメージ

ステップ①　仮想の地震を
発生させる

•震源断層
•地震規模

•平均発生間隔

•建物の所在地
•建物の構造　など

ステップ②　１つ１つの地震に関する
予想支払保険金を計算する

ステップ③　１つ１つの地震に関する１年
あたりの予想支払保険金を計算する

ステップ④　将来の１年あたりの
予想支払保険金を計算する ステップ⑤　純保険料率を算出する

地震保険の
契約データ

震源モデル

地震保険の基準料率の算出2
　地震は発生頻度が低く、時に被害が巨大になる等の特性を持つため、短期間の実績データのみに基づいて保険料率を
算出することはできません。そこで地震保険では、純保険料率については、地震が現在発生した場合の支払保険金を被
害予測シミュレーションにより予測し算出しています。付加保険料率は、営業費・損害調査費・代理店手数料の別に算
出しています。

（１）地震保険の料率算出の困難性と解決方法

■確率論的地震動予測地図の例
2020年から30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率

■日本列島周辺で発生する地震のタイプ

※地震調査研究推進本部ウェブサイトによります。

※「地震を正しく恐れる」（地震調査研究推進本部）から作成。

　地震リスクは、火災等に比べ発生頻度が低く、かつ発生時期が不規則であり、また、ひとたび大地震が発生す
ると巨大な損害をもたらすという特性を持っています。このため、制度発足以来数十年ほどしかない地震保険の
支払実績データでは、十分ではありません。
　地震の発生については、「どこで」、「どのくらいの大きさ」の地震が、「いつ」発生するかを正確に予知すること
は、最新の科学の知見をもってしても困難とされています。一方、規模が大きな海溝型地震※1や活断層の地震※2

は、同じ場所で繰り返し発生することが知られており、長期的には、その大きさや発生間隔をある程度予測するこ
とが可能であると考えられています。こうした地震発生の長期予測について、多くの研究者の議論を経て全国統一
の基準でまとめたものが、地震調査研究推進本部（地震本部）が公表している確率論的地震動予測地図（予測地
図）です※3。
　そこで地震保険の料率算出にあたっては、予測地図の作成に用いられた客観的で高精度の地震発生データ（震
源モデル）を利用し、被害予測シミュレーションにより将来の支払保険金を予測し、純保険料率を算出していま
す（震源モデルと純保険料算出の関係は、memo 予測地図と地震保険基準料率の関係（P44）参照）。
※１　海溝型地震は、海のプレートと陸のプレートの境界付近で発生する地震です。
※２　活断層の地震は、陸のプレート内部の断層で活動することが推定される地震です。
※３　地震本部は、阪神･淡路大震災の教訓を踏まえ設置された政府の機関で、行政施策に直結すべき地震に関する調査研究を

一元的に推進しています。予測地図は2005年3月にはじめて公表され、以後、順次改訂されています。詳細は、地震本
部のウェブサイト（https://www.jishin.go.jp）をご参照ください。

内陸の活断層※で発生する地震

海溝型地震

プレート内で発生する地震

プレート境界で発生する地震

※「活断層」とは
　地層を観察すると、もとはつながっていた地層がある面を境に食い違っている
ことがあります。このような食い違いを断層と呼んでいます。断層に沿って、
両側の岩盤がずれ動くことによって地震が発生します。活断層とは、過去に繰
り返し地震が発生し、今後も活動すると考えられている断層のことです。

陸のプレート

海のプレート

海のプレートの沈み込み
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　予測地図の作成には、震源断層、地震規模、平均発生間隔、発生確率といった震源に関する情報が用いられています。こ
れに対して、地震保険基準料率の算出では、震源断層、地震規模、平均発生間隔を用いており、発生確率は用いていません。
　これは、予測地図が「今後 30年間に震度 6弱以上の揺れに見舞われる確率」のように、将来、各地における地震による
揺れに見舞われる確率を評価するものであるのに対し、地震保険基準料率は長期的な収支相償を前提とした長期間の平均的
な地震リスクを評価するものであるためです。

予測地図と地震保険基準料率の関係memo

［予測地図］［地震保険基準料率］
上記の全情報を利用し、将来各地における
地震による揺れに見舞われる確率を評価

震源断層・地震規模・平均発生間隔を利用し、
長期的の平均的な地震リスクを評価

　付加保険料率は、営業費・損害調査費・代理店手数料の別に算出しています。
●営業費（契約の事務処理等のために要する諸費用）は保険会社、代理店手数料（契約の募集を行う代理店に
支払う手数料）は代理店に対して、それぞれ実態調査を行い算出します。
●損害調査費（事故が発生したときの損害調査のために要する諸費用）は、被害予測シミュレーションを行
い、各地震の予想支払件数を求め、これに要する費用を積算して算出しています。

（３）付加保険料率の算出方法

　当機構は、金融庁長官に、算出した地震保険基準料率の届出を行い、基準料率が「保険料率の３つの原則」に適合し
ていることについて審査を受けます。

地震保険の基準料率の算出後の流れ3

金融庁

損保料率機構

保険会社

届出した基準料率を保険
会社に提供します。

審査期間（原則90日）を経過した
後に、金融庁長官に届出を行います。

■地震保険基準料率の算出後の流れ
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※当機構が金融庁長官に基準料率を届け出た場合は、官報
等に公告してお知らせしています。また、当機構に基準
料率の算出に関する資料を備え付けており、利害関係を
有する方は、この内容を閲覧することができます。
　なお、利害関係を有する方は、この届け出た基準料率に
異議がある場合には、金融庁長官にその旨申し出ること
ができます。

算出した基準料率を金融庁
長官に届け出ます※。

1

適合性審査
「保険料率の３つの原則」に適合して
いるか審査します。
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＋付加保険料率）をもと
に、保険契約を締結する
ことができます。
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発生確率※震源断層 地震規模 平均発生間隔

予測地図に用いる震源に関する情報

※一部の地震では、前回の地震発生からの経過時間に応じて変動します。
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ていることについて審査を受けます。

地震保険の基準料率の算出後の流れ3

金融庁

損保料率機構

保険会社

届出した基準料率を保険
会社に提供します。

審査期間（原則90日）を経過した
後に、金融庁長官に届出を行います。

■地震保険基準料率の算出後の流れ

2

4

※当機構が金融庁長官に基準料率を届け出た場合は、官報
等に公告してお知らせしています。また、当機構に基準
料率の算出に関する資料を備え付けており、利害関係を
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地震保険の基準料率の検証と改定4
　基準料率は、算出した時点では適正であっても、社会環境の変化などによりリスクの実態が変化するため、いつまで
も適正な水準であるとは限りません。このため、当機構では基準料率が適正な水準であるか否かについて、毎年度
チェックをしており、これを「検証」といいます。この検証の結果、改定の必要があれば基準料率の改定の届出を行い
ます。

■地震保険基準料率の検証と改定の流れ

基準料率の検証（毎年度） 金融庁長官への報告

基準料率の算出

基準料率が適正な水準か否か判断

改定が必要 改定は不要

地震保険の現況3

保険料
　図15の「保険料」は、２1（1）地震保険の保険料率（P38）に記載の「付加保険料率」部分を含みます。

集計方法について
　保険料はリトン・ベイシスの数値です。リトン・ベイシスとは、当該年度に計上された数値を集計する方法です。

　近年、地震保険の保険料は増加傾向にあ
ります。

保険料（収入）の状況          1

　保険料（収入）と保険金（支払い）の推移について説明します。

図15　保険料の推移
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地震保険の基準料率の検証と改定4
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ます。
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　保険料はリトン・ベイシスの数値です。リトン・ベイシスとは、当該年度に計上された数値を集計する方法です。

　近年、地震保険の保険料は増加傾向にあ
ります。
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地震保険第Ⅲ部

保険金（支払い）の状況2
　地震保険制度の創設以降、保険金の支払いが多かった上位20位すべての地震は、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震
災）以降に発生したものです。その要因の一つとしては、兵庫県南部地震を契機に地震保険の契約件数が増加した結果、
地震被害が発生した際により多くの保険契約者に保険金が支払われるようになったことが考えられます。

当該年度末において有効な地震保険契約の件数

当該年度に契約された火災保険（住宅物件）の件数のうち、地震保険を付帯している件数の割
合（2001年度から集計を開始）

契 約 件 数

付 帯 率

※契約件数、付帯率

　地震保険の契約件数※は、1966年の地震保険制度創設以来、横ばいないし減少傾向で推移していましたが、
1995年1月の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）を契機に大きく増加傾向となっています。被害の大きな地
震はその後も続いており、契約件数の増加傾向も継続しています。契約件数は、2021年度末現在で2,080万
件、対前年比では2.2％の増加となっています。
　また、2021年度の付帯率※は69.0%となっています。

全国の契約状況

　保険金…2,523 億円
※ 一般社団法人　日本損害保険協会調べ（2022年8月31日現在）

2022年3月に発生した福島県沖を震源とする地震の保険金支払い状況memo

図16　地震保険の契約件数、付帯率の推移
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図17　地震保険創設以降で保険金の支払いが多かった地震（上位20位）
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保険金（支払い）の状況2
　地震保険制度の創設以降、保険金の支払いが多かった上位20位すべての地震は、兵庫県南部地震（阪神・淡路大震
災）以降に発生したものです。その要因の一つとしては、兵庫県南部地震を契機に地震保険の契約件数が増加した結果、
地震被害が発生した際により多くの保険契約者に保険金が支払われるようになったことが考えられます。

当該年度末において有効な地震保険契約の件数

当該年度に契約された火災保険（住宅物件）の件数のうち、地震保険を付帯している件数の割
合（2001年度から集計を開始）

契 約 件 数
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※契約件数、付帯率

　地震保険の契約件数※は、1966年の地震保険制度創設以来、横ばいないし減少傾向で推移していましたが、
1995年1月の兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）を契機に大きく増加傾向となっています。被害の大きな地
震はその後も続いており、契約件数の増加傾向も継続しています。契約件数は、2021年度末現在で2,080万
件、対前年比では2.2％の増加となっています。
　また、2021年度の付帯率※は69.0%となっています。

全国の契約状況

　保険金…2,523 億円
※ 一般社団法人　日本損害保険協会調べ（2022年8月31日現在）

2022年3月に発生した福島県沖を震源とする地震の保険金支払い状況memo

図16　地震保険の契約件数、付帯率の推移
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図17　地震保険創設以降で保険金の支払いが多かった地震（上位20位）
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地震保険第Ⅲ部

再保険スキーム（2023年4月1日以降に発生した地震等に適用)

0 1,533億円 2,163億円 12.0兆円

約99.6％

約0.4％

政府責任額
11兆7,713億円

民間責任額
2,287億円

東北地方太平洋沖地震による保険金　被害形態別の内訳（推定）

損　壊
8割強

津　波
2割弱

火災
1％未満

50％

50％

　地震保険では、大規模地震による巨額な損害を民間の損害保険会社だけでは補償しきれない事態を想定し、政府が再保険
することにより、政府と民間が分担して補償する仕組みとしています。
　分担方法（これを「再保険スキーム」といいます）は、1966年の制度創設以来何度か見直されていますが、1回の地震
等による支払保険金の総額が大きくなるにつれ、政府の負担割合が大きくなる仕組みになっています。下図は、再保険ス
キームを図示したものです。横軸は1回の地震等による支払保険金の総額、縦軸は民間の保険会社と政府の負担割合を示し
ています。
　なお、制度創設以来、政府による補償が行われたのは、兵庫県南部地震、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、大阪府北部
を震源とする地震の4つの地震です。

政府による再保険

　地震の正式な名称は、「元号（西暦年）」と「震央の地名」を用いるなどして気象庁が命名します。また、地震によって
生じる災害に対して、政府が別の名称を付けることがあります。例えば、気象庁が命名した「平成23年(2011年)東北地方
太平洋沖地震」による災害は、政府として「東日本大震災」と呼称しており、地震そのものと、その地震によって引き起こ
された災害とで使い分けられています。

地震の名称memo

　東北地方太平洋沖地震では、東日本の太平洋沿岸に巨大な津波が襲来し多くの人命が失われました。一方、地震保険で補
償している建物や家財をみると、当機構において推定した地震保険の保険金に占める津波の割合は、２割弱となっています※。
また、津波以外では、地震の揺れによる損壊被害（液状化等を含む）が８割強と大部分を占めており、内陸部でも地震の揺
れによる大きな被害が生じた地震であったことが分かります。

※保険会社から報告された支払データの住所情報と国土交通省による津波浸水区域の調査結果（国土交通省都市局『復興支援調査アーカイ
ブ』データ）などを用いて推定。

東北地方太平洋沖地震での保険金　津波によるものは全体の２割弱（推定）

1回の地震等による支払保険金の総額小 大

地震保険基準料率の段階改定中の保険料不足の解消

トピックス3 

　2017年1月より行った段階的な料率改定（3段階改定）により生じた保険料不足の解消および震源
モデル（P44）を含む基礎データの更新等を目的に、当機構では2021年6月10日に地震保険基準料
率改定の届出を行いました。

【保険料不足発生の主な理由・背景】

（1）３段階改定の実施
　東北地方太平洋沖地震を契機とした基礎データの更新などにより、その前の改定に引き続き、基準料率
の大幅な引上げが必要となりました。財務省の有識者会議である「地震保険制度に関するプロジェクトチー
ム」フォローアップ会合における議論のとりまとめの方針に基づき、料率引上げの改定を３段階に分けて
行うこととしました。

（２）保険料収入の不足
　３段階改定は、段階的な引上げにより本来必要な保険料水準に徐々に近づけていく方式であるため、そ
の必要な保険料水準に達するまでの期間における保険料の不足が発生します。上記の議論のとりまとめの
方針を踏まえ、この保険料不足分は段階改定後の改定から保険料に上乗せすることで解消することとしま
した。

各改定の詳細は当機構のウェブサイトをご参照ください。
（１回目）https://www.giroj.or.jp/ratemaking/earthquake/201509_news.html
（２回目）https://www.giroj.or.jp/ratemaking/earthquake/201706_news.html
（３回目）https://www.giroj.or.jp/ratemaking/earthquake/201905_news.html
（2021年６月届出）https://www.giroj.or.jp/ratemaking/earthquake/202106_news.html

【2021年6月10日届出改定の主な内容】
●全国平均で0.7％の引下げ ・段階改定により生じた保険料不足を解消するため1.6％を上乗せ

（保険料不足分の上乗せは今後10年程度の見込み）
・各種基礎データの更新により全国平均で2.3％の引下げ

各回で実際に引上げた率

本来必要な引上げ率
（3段階改定前との比較）

＋19.0％

3段階改定前 1回目
（2017年1月～
   2018年12月）

（2019年1月～
   2020年12月）

（2021年１月～
   2022年9月）

（2022年10月～）
2回目 3回目

本来必要な保険料に対する不足分

保険料不足分の上乗せ
＋1.6％

各種基礎データの更新
▲2.3％

不足分の上乗せを行う
（今後10年程度で解消予定）

2021年6月届出

＋14.2％ ＋14.7％
改定率
▲0.7％＋3.8％

＋5.1％

＋5.1％

■3段階改定における保険料不足の解消イメージ
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地震保険第Ⅲ部

再保険スキーム（2023年4月1日以降に発生した地震等に適用)
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地震保険第Ⅲ部

公的補助と地震への備え

トピックス4 

　当機構が実施した、地震保険に関する消費者アンケート調査※1では、地震保険未加入者の未加
入理由として「公的支援制度があるから」という旨の回答が一定数見受けられます。
　公的支援制度の目的とその補償を理解した上で、地震被害に対し、経済的対策を考えておくこ
とが大切です。

　公的支援制度は、国や地方自治体が自然災害等の被災者の生活復興を支援することを目的としており、例
えば被災者生活再建支援金であれば、建物の被害の程度に応じて支援の有無や支援金の額が決定される仕組
みとなっています。
　これに対して、地震保険は、地震による損害の補償を通じて被災者の生活の安定に寄与することを
目的としており、建物・家財それぞれの損害の程度に応じて保険金の額が決定される仕組みとなって
います。

公的支援制度と地震保険の相違点

　前述のとおり、公的支援制度では、建物被害を対象に支援金額などが設定されますが、全壊した住宅
の再建には約3,000万円程度※3、家財の再調達には約200万円程度※4の費用が見込まれるというデー
タもあるなど、地震被害によって多額の費用が必要となることも想定されます。
　地震保険は建物・家財それぞれの損害の程度に応じて保険金を受け取ることが期待できるなど、地震
被害に備える有効な手段と考えられ、近年の付帯率※5の推移からも、地震保険に対するニーズが高まっ
ていることが伺えます。

地震被害への備え

※３「フラット35利用者調査（2020年度）」（住宅金融支援機構）を参照。
  　　https://www.jhf.go.jp/about/research/loan_flat35.html
※４「住宅取得に係る消費実態調査（2014年度）」（住宅金融支援機構調査）を参照。
  　　https://www.jhf.go.jp/files/300248843.pdf
※５  当該年度に契約された火災保険（住宅物件）の件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合。

※１「消費者の地震危険意識と住居建物属性の調査（2019年調査）」（損害保険料率算出機構）を参照。
https://www.giroj.or.jp/publication/earthquake_research/No36_all.pdf

※２  詳細は「住宅の地震リスクに備えるために」（損害保険料率算出機構）を参照。
https://www.giroj.or.jp/publication/accident_prevention_report/earthquake_2020.html

地震被災者への主な公的支援制度※2と地震保険

（被害の程度に応じて）
　　　　最大300万円

（修理費に応じて）
　　　　最大65.5万円

（損害の程度に応じて）
建物：最大5,000万円
家財：最大1,000万円

建物

建物
（居室、炊事場、便
所等日常生活に必
要最小限度の部分
のみ）

建物・家財

地震被災者の
生活復興補助

地震による
住宅被害の応急修理

地震による損害補填

被災者生活再建支援
制度

災害救助法による
住宅修理

地震保険

金額対象目的

　公的支援制度には他にも、被災住宅の早期復興支援のための融資を行う、災害復興住宅融資などがあ
ります。

図18　直近10年間の付帯率の推移（全国計）
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地震保険第Ⅲ部

公的補助と地震への備え
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目的としており、建物・家財それぞれの損害の程度に応じて保険金の額が決定される仕組みとなって
います。

公的支援制度と地震保険の相違点
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の再建には約3,000万円程度※3、家財の再調達には約200万円程度※4の費用が見込まれるというデー
タもあるなど、地震被害によって多額の費用が必要となることも想定されます。
　地震保険は建物・家財それぞれの損害の程度に応じて保険金を受け取ることが期待できるなど、地震
被害に備える有効な手段と考えられ、近年の付帯率※5の推移からも、地震保険に対するニーズが高まっ
ていることが伺えます。

地震被害への備え

※３「フラット35利用者調査（2020年度）」（住宅金融支援機構）を参照。
  　　https://www.jhf.go.jp/about/research/loan_flat35.html
※４「住宅取得に係る消費実態調査（2014年度）」（住宅金融支援機構調査）を参照。
  　　https://www.jhf.go.jp/files/300248843.pdf
※５  当該年度に契約された火災保険（住宅物件）の件数のうち、地震保険を付帯している件数の割合。

※１「消費者の地震危険意識と住居建物属性の調査（2019年調査）」（損害保険料率算出機構）を参照。
https://www.giroj.or.jp/publication/earthquake_research/No36_all.pdf

※２  詳細は「住宅の地震リスクに備えるために」（損害保険料率算出機構）を参照。
https://www.giroj.or.jp/publication/accident_prevention_report/earthquake_2020.html

地震被災者への主な公的支援制度※2と地震保険

（被害の程度に応じて）
　　　　最大300万円

（修理費に応じて）
　　　　最大65.5万円

（損害の程度に応じて）
建物：最大5,000万円
家財：最大1,000万円

建物

建物
（居室、炊事場、便
所等日常生活に必
要最小限度の部分
のみ）

建物・家財

地震被災者の
生活復興補助

地震による
住宅被害の応急修理

地震による損害補填

被災者生活再建支援
制度

災害救助法による
住宅修理

地震保険

金額対象目的

　公的支援制度には他にも、被災住宅の早期復興支援のための融資を行う、災害復興住宅融資などがあ
ります。

図18　直近10年間の付帯率の推移（全国計）
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新契約 支払
件数 保険金額 保険料 件数 保険金

百万円 千円 千円

住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件
物件計

住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件
物件計

住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件
物件計

住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件
物件計

住宅物件
一般物件
工場物件
倉庫物件
物件計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、それぞれ
　　　表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。
※３　工場物件には石油物件を含みません。

１　火災保険統計

【火災保険の統計数値について】
（１）新契約欄は、リトン・ベイシス（Ｐ22参照）の数値です。
（２）支払欄は、特別に記載のない限り、リトン・ベイシス（Ｐ22参照）の数値です。

第１表　火災保険 総括表

年度 物件

1  火災保険統計
【火災保険の統計数値について】
（１）新契約欄は、リトン・ベイシス（P22参照）の数値です。
（２）支払欄は、特別に記載のない限り、リトン・ベイシス（P22参照）の数値です。

第１表　火災保険 総括表
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百万円 千円 千円

北 海 道
青　　森
岩　　手
宮　　城
秋　　田
山　　形
福　　島
茨　　城
栃　　木
群　　馬
埼　　玉
千　　葉
東　　京
神 奈 川
新　　潟
富　　山
石　　川
福　　井
山　　梨
長　　野
岐　　阜
静　　岡
愛　　知
三　　重
滋　　賀
京　　都
大　　阪
兵　　庫
奈　　良
和 歌 山
鳥　　取
島　　根
岡　　山
広　　島
山　　口
徳　　島
香　　川
愛　　媛
高　　知
福　　岡
佐　　賀
長　　崎
熊　　本
大　　分
宮　　崎
鹿 児 島
沖　　縄
分類不能

合　計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、
　　　それぞれ表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。
※３　支払件数が僅少の場合、支払保険金欄には「X」を表示しています。ただし、合計
　　　には含めています。

都道府県

第２表　火災保険 住宅物件都道府県別統計表 ＜ 年度＞

件数 保険金額 保険料 件数 保険金

新契約 支払

第２表　火災保険 住宅物件都道府県別統計表〈2021年度〉
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新契約 支払

百万円 千円 千円

Ｍ構造

Ｔ構造

Ｈ構造

その他・不明

合　計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、
　　　それぞれ表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

新契約 支払

百万円 千円 千円

建物

家財

混合・不明

合　計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、
　　　それぞれ表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。
※３　「保険対象」の「混合」とは、同一証券で建物と家財あるいは動産を引き受ける場合をいいます。

構造

第３表　火災保険 住宅物件構造別統計表 ＜ 年度＞

第４表　火災保険 住宅物件保険対象別統計表 ＜ 年度＞

保険対象

件数 保険金額 保険料 件数 保険金

件数 保険金額 保険料 件数 保険金

第３表　火災保険 住宅物件構造別統計表〈2021年度〉

第４表　火災保険 住宅物件保険対象別統計表〈2021年度〉
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新契約 支払

百万円 千円 千円

Ｍ構造

Ｔ構造

Ｈ構造

その他・不明

合　計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、
　　　それぞれ表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

新契約 支払

百万円 千円 千円

建物

家財

混合・不明

合　計

※１　「新契約」の「件数」は証券件数、「支払」の「件数」は証券単位の事故件数を、
　　　それぞれ表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。
※３　「保険対象」の「混合」とは、同一証券で建物と家財あるいは動産を引き受ける場合をいいます。

構造

第３表　火災保険 住宅物件構造別統計表 ＜ 年度＞

第４表　火災保険 住宅物件保険対象別統計表 ＜ 年度＞

保険対象

件数 保険金額 保険料 件数 保険金

件数 保険金額 保険料 件数 保険金

新契約

百万円 千円

短期（1年未満）

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

その他

不明

合　計

※１　「件数」は証券件数を表します。
※２　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

保険期間

第５表　火災保険 住宅物件保険期間別統計表 ＜ 年度＞

件数 保険金額 保険料

第５表　火災保険 住宅物件保険期間別統計表〈2021年度〉
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2016年度 2017年度 2018年度
件数 保険金 件数 保険金

千円 千円

（風災・ひょう災）

（雪災）

（水災）

（水濡れ）

（水濡れ以外）

※１　「件数」および「保険金」について、2016年度から2020年度は対象年度に発生した事故に対して、
　　　当該年度およびその翌年度に支払った件数および保険金を集計したもの、2021年度は、リトン・
　　　ベイシス（当該年度に計上された数値を集計する方法）により集計したものです。
※２　「その他（水濡れ以外）」は、盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故および地震火災
　　　費用等に対する保険金を集計したものです（不明を含みます）。

2016年度 2017年度 2018年度
件数 保険金 件数 保険金

千円 千円

（風災・ひょう災）

（雪災）

（水災）

（水濡れ）

（水濡れ以外）

※１　「件数」および「保険金」について、2016年度から2020年度は対象年度に発生した事故に対して、
　　　当該年度およびその翌年度に支払った件数および保険金を集計したもの、2021年度は、リトン・
　　　ベイシス（当該年度に計上された数値を集計する方法）により集計したものです。
※２　「その他（水濡れ以外）」は、盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故および地震火災
　　　費用等に対する保険金を集計したものです（不明を含みます）。

第６表　火災保険 住宅物件事故種別支払統計表

事故種別

合　計

その他

自然災害

火災、破裂・爆発

落雷

自然災害

その他

合　計

（参考）　火災保険 一般物件事故種別支払統計表

事故種別

火災、破裂・爆発

落雷

第６表　火災保険 住宅物件事故種別支払統計表

（参考） 火災保険 一般物件事故種別支払統計表
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（参考）リトン・ベイシスによる集計

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金

千円 千円 千円 千円

（参考）リトン・ベイシスによる集計

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金

千円 千円 千円 千円
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い
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2016年度 2017年度 2018年度
件数 保険金 件数 保険金

千円 千円

（風災・ひょう災）

（雪災）

（水災）

（水濡れ）

（水濡れ以外）

※１　「件数」および「保険金」について、2016年度から2020年度は対象年度に発生した事故に対して、
　　　当該年度およびその翌年度に支払った件数および保険金を集計したもの、2021年度は、リトン・
　　　ベイシス（当該年度に計上された数値を集計する方法）により集計したものです。
※２　「その他（水濡れ以外）」は、盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故および地震火災
　　　費用等に対する保険金を集計したものです（不明を含みます）。

2016年度 2017年度 2018年度
件数 保険金 件数 保険金

千円 千円

※１　「件数」および「保険金」について、2016年度から2020年度は対象年度に発生した事故に対して、
　　　当該年度およびその翌年度に支払った件数および保険金を集計したもの、2021年度は、リトン・
　　　ベイシス（当該年度に計上された数値を集計する方法）により集計したものです。
※２　「自然災害」は、風災、ひょう災、雪災、水災に対する保険金を集計したものです。
※３　「その他」は、盗難、物体の落下、破損・汚損、電気的・機械的事故、水濡れおよび地震火災費用
　　　等に対する保険金を集計したものです（不明を含みます）。

その他

合　計

（参考）　火災保険 工場物件事故種別支払統計表

事故種別

火災、破裂・爆発

落雷

自然災害

自然災害

その他

合　計

（参考）　火災保険 倉庫物件事故種別支払統計表

事故種別

火災、破裂・爆発

落雷

（参考） 火災保険 倉庫物件事故種別支払統計表

（参考） 火災保険 工場物件事故種別支払統計表
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（参考）リトン・ベイシスによる集計

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金

千円 千円 千円 千円

（参考）リトン・ベイシスによる集計

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度
件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金 件数 保険金

千円 千円 千円 千円
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百万円 千円

百万円

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

保　　　　　有

件　　数 保 険 金 額
年　　度

２　地震保険統計

【地震保険の統計数値について】
（１）新契約欄は、リトン・ベイシス（Ｐ47参照）の数値です。
（２）保有欄は、当該年度末において有効な契約について集計した数値です。

第７表　地震保険 総括表

年　　度
新　　　契　　　約

件　　数 保 険 金 額 保　険　料

2  地震保険統計

第７表　地震保険 総括表

【地震保険の統計数値について】
（１）新契約欄は、リトン・ベイシス（P47参照）の数値です。
（２）保有欄は、当該年度末において有効な契約について集計した数値です。
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百万円 千円

百万円

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

保　　　　　有

件　　数 保 険 金 額
年　　度

２　地震保険統計

【地震保険の統計数値について】
（１）新契約欄は、リトン・ベイシス（Ｐ47参照）の数値です。
（２）保有欄は、当該年度末において有効な契約について集計した数値です。

第７表　地震保険 総括表

年　　度
新　　　契　　　約

件　　数 保 険 金 額 保　険　料

百万円 千円 百万円

北 海 道

青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄
合 計

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

第８表　地震保険 都道府県別統計表 ＜2021年度＞

都 道 府 県
新　　　契　　　約 保　 　　　有

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額

第８表　地震保険 都道府県別統計表〈2021年度〉
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第９表　地震保険 都道府県・保険対象・構造別統計表 ＜2021年度＞

建物・イ構造

百万円 千円 百万円

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

合 計

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数ではなく保険の対象の件数を表します。

※３　「イ構造」は耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物等、「ロ構造」はイ構造以外の建物を

　　　表します。

都 道 府 県
新　　　契　　　約 保　 　　　有

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額

第９表　地震保険 都道府県・保険対象・構造別統計表〈2021年度〉
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建物・ロ構造

百万円 千円 百万円

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

合 計

都 道 府 県
新　　　契　　　約 保　 　　　有

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額
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家財・イ構造

百万円 千円 百万円

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

合 計

都 道 府 県
新　　　契　　　約 保　 　　　有

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額
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家財・ロ構造

百万円 千円 百万円

北 海 道
青 森
岩 手
宮 城
秋 田
山 形
福 島
茨 城
栃 木
群 馬
埼 玉
千 葉
東 京
神 奈 川
新 潟
富 山
石 川
福 井
山 梨
長 野
岐 阜
静 岡
愛 知
三 重
滋 賀
京 都
大 阪
兵 庫
奈 良
和 歌 山
鳥 取
島 根
岡 山
広 島
山 口
徳 島
香 川
愛 媛
高 知
福 岡
佐 賀
長 崎
熊 本
大 分
宮 崎
鹿 児 島
沖 縄

合 計

都 道 府 県
新　　　契　　　約 保　 　　　有

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額
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百万円 千円

１年

２年

３年

４年

５年

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

※３　「保険期間」の「１年」には地震保険契約の中途付帯（１年未満）を含みます。

合    　計

第10表　地震保険 保険期間別統計表 ＜2021年度＞

保 険 期 間

新　　契　　約

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料

第10表　地震保険 保険期間別統計表〈2021年度〉
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百万円 千円

１年

２年

３年

４年

５年

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

※３　「保険期間」の「１年」には地震保険契約の中途付帯（１年未満）を含みます。

合    　計

第10表　地震保険 保険期間別統計表 ＜2021年度＞

保 険 期 間

新　　契　　約

件　　　数 保 険 金 額 保　険　料

百万円 百万円

100万円まで 100万円まで

100万円超200万円まで 100万円超200万円まで

200万円超400万円まで 200万円超300万円まで

400万円超600万円まで 300万円超400万円まで

600万円超800万円まで 400万円超500万円まで

800万円超1,000万円まで 500万円超600万円まで

1,000万円超2,000万円まで 600万円超700万円まで

2,000万円超3,000万円まで 700万円超800万円まで

3,000万円超4,000万円まで 800万円超900万円まで

4,000万円超5,000万円まで 900万円超1,000万円まで

合　　計 合　　計

※１　「件数」は証券件数ではなく保険の対象の件数を表します。

※２　「合計」には、区分所有建物の共有部分一括契約を含みます。

第11表　地震保険 保険金額別統計表 ＜2021年度＞

新　　　契　　　約

建　　　  　物 家　　　　　財

保険金額区分 件　　数 保険金額 保険金額区分 件　　数 保険金額

第11表　地震保険 保険金額別統計表〈2021年度〉
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(参考)世帯加入率

％ ％ ％ ％ ％ ％

北 海 道

青 森

岩 手

宮 城

秋 田

山 形

福 島

茨 城

栃 木

群 馬

埼 玉

千 葉

東 京

神 奈 川

新 潟

富 山

石 川

福 井

山 梨

長 野

岐 阜

静 岡

愛 知

三 重

滋 賀

京 都

大 阪

兵 庫

奈 良

和 歌 山

鳥 取

島 根

岡 山

広 島

山 口

徳 島

香 川

愛 媛

高 知

福 岡

佐 賀

長 崎

熊 本

大 分

宮 崎

鹿 児 島

沖 縄

合 計

※１　付帯率は、当該年度に契約された火災保険（住宅物件）契約件数のうち、地震保険を付帯している

　　　件数の割合です。

※２　世帯加入率は、2021年12月末時点で有効な地震保険保有契約件数を2022年1月1日時点の住民

　　　基本台帳（総務省自治行政局公表、外国人含む）に基づく世帯数で除した数値です。

第12表　地震保険 都道府県別付帯率の推移

都道府県
年度 年

第12表　地震保険 都道府県別付帯率の推移
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件　　　数 保 険 金 額 保　険　料 件　　　数 保 険 金 額

            百万円               千円              百万円

免震建築物

耐震等級３

耐震等級２

耐震等級１

耐震診断　

建築年　　

※１　「保険料」は異動・解約にかかる保険料を加減していません。

※２　「件数」は証券件数を表します。

合   計

第13表　地震保険 割引種類別統計表 ＜2021年度＞

割 引 種 類
新　　契　　約 保　　　有

割
引
あ
り

割引なし

第13表　地震保険 割引種類別統計表〈2021年度〉
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区分 出火件数 死者数 負傷者数
件数 指数 人数 指数 人数 指数

年（暦年）

※１　出火件数、死者数および負傷者数は、「（１月～１２月）における火災の状況（確定
　　　値）」（消防庁）によります。
※２　出火件数、死者数および負傷者数は、建物のうち一般住宅・共同住宅に対する件数ま
　　　たは人数の合計です。
※３　指数は、2011年を100としたものです。

第14表　住宅火災発生状況の推移

3 関連情報

第14表　住宅火災発生状況の推移
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区分 １時間降水量が50mm以上 １時間降水量が80mm以上
観測回数 指数 観測回数 指数

年（暦年）

※１　集中豪雨の年間観測回数は気象庁ウェブサイトによります。
※２　集中豪雨は、１時間降水量が50mm以上の大雨をいいます。
※３　指数は、1982年を100としたものです。

第15表　集中豪雨の年間観測回数の推移

区分 出火件数 死者数 負傷者数
件数 指数 人数 指数 人数 指数

年（暦年）

※１　出火件数、死者数および負傷者数は、「（１月～１２月）における火災の状況（確定
　　　値）」（消防庁）によります。
※２　出火件数、死者数および負傷者数は、建物のうち一般住宅・共同住宅に対する件数ま
　　　たは人数の合計です。
※３　指数は、2011年を100としたものです。

第14表　住宅火災発生状況の推移 第15表　集中豪雨の年間観測回数の推移　　　　　
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2022年度（2021年度統計）

火災保険・地震保険の概況
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